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1 議事日程(第3号)

平成 3年 6月18日午前 10時開議

日程第 l 行政一般通告質問

開 議午前 10時04分

@議長(福原 勤君) 本日の出席議員数日名、これより第2田市議会定例

会第 3日自の会議を開きます。

本日の議事はお手元に配付の日程表により行います。

行政一般通告質問

。議長(福原 動君) 日程第 1、これより通告による行政一般質問を行い

ます。

質問の方法等はきのうと同じであります。

これより発言を願います。

9番議員脇田安保君。御登壇顧います。

(9番議員脇田安保君登壇)

。9番(脇田安保君) 私は本年4月に行われました統一地方選挙の選挙活

動を通して市民の l人 1人と対話をする機会に恵まれました。市民の皆さん

の多くは新しい庄司市政に期待をしておりました。半津市政では果たし得な

かった福祉の充実、また21世紀を展望した将来の館山市の教育のあり方、ま

た環境の整備等についてたくさんの意見や要望が私の手元に寄せられました。

市民の要望には種々雑多な意見がありますが、これらを最大公約数的に集約

したものを市民の代表的な意見としてとらえ、今後の施策の参考にすること

は大いに価値あることであると私は考えます。

さて、今回の通告質問は、市民の意見の中から最も関心の深かった数点を

取り上げて御質問申し上げます。

まず、第 1点は高齢化社会の到来に備えでの福祉の充実についてですが、

この福祉の問題については市民は大変高い関心を示していました。

さて、そこで厚生省がさきに発表した平成元年国民生活基礎調査によりま
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すと、我が園の全世帯に占める高齢者世帯一男性日歳以上、女性的歳以上

だけの世帯の割合が初めて10%を突破していることが明らかになりました。

そして、 65歳以上のお年寄りがいる世帯が27%に達しているのが現状です。

それに対して政府は平成2年度から高齢者保護福祉推進10カ年戦略をスター

トさせました。また、 10カ年戦略では、平成11年度までに高齢者の日常生活

の世話を行うホームへルパーを10万人にする。寝たきり老人が特別養護老人

ホームなどに短期滞在できるショートステイを 5万床にする。日帰りで入浴、

食事など各種のサービスを利用できるデイ・サービスを 1万カ所にするとい

う方針を発表しております。これから在宅福祉の 3本柱を整備し、今後強力

に推進していく必要があるとしております。

さて、これが政府の方針でありますが、これに対応して地方自治体ではど

のようにこれを具体的に進めていくかという観点から私は質問してまいりた

いと思うのです。

まず第 1点についてですが、このホームへルパー、ショートステイ、デイ

・サービスについてですが、これらは市レベルではきめ細かく市民に対応し

ていかなければならない施策であろうと考えます。そこで、ホームへルパー

については増員ができないかお尋ねします。ショートステイについては、受

け入れ態勢の拡充を図れないか、つまり受け入れ人数の枠の拡大は図れない

かという点についてお聞きしたいと思います。デイ・サーピスについては、

私が本年 3月に本議会で質問いたしましたが、その後どのような検討をされ

ていますか。このデイ・サービスの方式としては、 A、B、C型それぞれメ

ニューのスタイルがあるようですが、どのような方向で進められているのか

お答え顧いたいと思います。

次に、在宅介護支援センターの開設についてですが、これは介護技術の指

導や入所施設のあっせん、介護機器の展示、また悩み事相談などに応ずる介

護 110番的な役割を果たす身近な多機能の相談窓口を設置して住民のニーズ

に応えようというものです。この介護支援センターについてどのように考え

ますか。

次に、福祉タクシー制度の拡充についてですが、この福祉タクシーは私が
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昭和63年6月の本会議で通告質問で提案し、平成元年に制度化が実現を見た

のです。この制度は、身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度

がl級の者、ただし視覚、下肢、体幹移動機能障害については 2級以上の者

を対象にタクシーの乗車券を年間24枚支給するものでありますが、実施以来

利用者には大変喜ばれているものでありますが、私は今までの実施その他か

ら見て、この対象者の枠を拡大したらどうかと思うのです。この点について

どう考えますか。

次に、身体障害者の雇用問題ですが、これは大変重要であり、かっ深刻な

問題であります。民間企業の身体障害者の雇用が一向に進まないのを重視し

た労働省は、たび重なる指導や勧告にも改善策をとらない企業について社名

公表に踏み切ることを決めたと言われています。そこで、役所の雇用状況と

民間事業所の雇用実態についてお聞かせ願いたいと思います。

次に、第2点目の地域環境美化に関する条例についてでありますが、これ

は捨てられる空き缶をなくしてきれいな環境を保つことを目的とした条例を

制定したらどうかという質問です。最近は海に山に公園に、また心なきドラ

イパーが道路縁にと、人の集まるところ、人の通ったところ、ありとあらゆ

るところに空き瓶、空き缶が山積みしてしまいます。これはせっかくの自然

の美観を壊し、また子供に対する道徳教育上からももはや見過ごすことはで

きない問題にきていると言えます。また、農村地では、田畑に投げ捨てた空

き缶は農作業に支障を来すケースもふえてきております。先般耳にした標語

の中に「空き缶は捨てれば公害、集めれば資源」という標語がありますが、

まさにそのとおりで、捨てられた空き缶は公害そのものであり、それをリサ

イクル運動で回収すればとうとい資源に変わるのであります。ですから、市

民の聞にこのリサイクル精神を高めていく必要があろうかと思います。そこ

で、私は地域の環境美化に関する条例を制定し、具体的に市民がリサイクル

に参加する方法をつくり、回収運動を展開したらどうかと思うのですが、い

かがでしょうか。

また、 JR蘇我駅で空き缶回収機を設置し、空き缶を投入すると引きかえ

券が出てきて、 50枚集めるとオレンジカードがもらえるというシステムで、
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これが大変好評で、当初の予想をはるかに上回っている状況という話です。

また、デポデット方式という方法もあり、空き缶を返すと10円返却してくる

ものですが、これも好評のようです。そこで、当市においてもいろいろな対

策が考えられると思いますが、まず公民館、青年館、図書館、市民センタ一

等の人の多く集まる公的な場所に空き缶圧縮機を設置したらどうかと思いま

すが、この点について当局の見解をお尋ねいたします。

次に、ごみ処理対策についてお尋ねいたします。当市の清掃センターは昭

和59年に稼働を始め、 1日 100トンの焼却能力を持っていると言われていま

すが、現在はごみ質の高カロリー化のために85%程度しか焼却できない状況

のようであり、このまま推移した場合にはごみ搬入量が焼却能力を上回るこ

とが予想されると言われています。そこで、生ごみの堆肥化についてお尋ね

します。各地でごみの減量化、有効利用をねらった家庭で直径50から90セン

チ、高さ 69から 110センチの円筒型の容器の中に生ごみを捨て、雑草、落ち

葉などをまぜると三、四カ月で堆肥に変わるものです。そこで、ごみの減量

化、再資源化を推進するために、家庭で処理容器を使って生ごみの減量化へ

の取り組みについてお伺いいたします。

次に、ごみ集積所の設置はできないか。現在市内の1.365カ所のごみ集積

所から月に1.200トン弱のごみが収集、処理されています。この各家庭から

排出されるごみ集積所に市が表示板を設置しでありますが、このところ地元

住民が自主的に収集施設を設置するところが多く、集積所のっくりがまちま

ちでは収集するにも時聞がかかり、交通の妨げになっています。そこで、集

積所施設を市で統ーしたらどうかと思いますが、いかがなものでしょうか。

次に、第 3点目のインダストリアルパーク計画についてですが、この件に

関しては私は今まで 3回ほど御質問申し上げましたので、前回の答弁からの

継続的な質問になります。

さて、インダストリアルパークの進入路と排水路の計画についてですが、

これはこの計画の骨子となる部分なので、慎重に、かっ将来効率的に利用で

きるように考えて進めていただきたい問題なのであります。そこで質問に入

りますが、現在この進入路と排水路はどのように検討がなされているのかお

- 85 -



答え願いたいと思います。これが第 1点です。

次に、この計画と切り離せないのが九重駅の周辺の整備なのであります。

九重駅がインダストリアルパークの表玄関的な位置にあり、将来はパークで

働く人たちの通勤駅になる可能性も大いに考えられるという点であります。

ですから、これはパーク計画の全体の中にこれを含め、検討を進めていかな

ければならない問題であろうと思います。そこで、九重駅周辺の現状を見る

と、これは手を加え、整備をしていかなければならない点が多く見受けられ

ます。古くなった駅舎はもとより、周辺の環境整備は大変おくれの目立った

ものとなっております。そこで質問でありますが、この九重駅周辺の整備に

ついてどのようなお考えですか。特に、乱雑に放置されている駐輪場の整備

についてお聞かせ顕いたいと思います。

それからもう一点、パーク計画と有機的に関連してくるのが、工業団地で

働く若者たちの技術を向上させる専門学校の必要性であります。これは当然

将来の問題になると思いますが、今のうちから基本的な構想として明確にし

ておいた方がよいのではないかと考えますので、御質問いたします。一口に

専門学校と言っても、情報処理の学校からエンジニアリングに至るまで種々

ありますが、若い人たちを地元に定着させ、就職させていくという観点から

見て大事なことだと思うのです。また、平成 3年度に発刊された館山市基本

計画には次のように示されております。 I今後も就学機会の確保と助成の推

進を図るとともに、大学や短大への進学者が東京をはじめ市外に流出してい

ることから、本市における教育文化の向上と若者の定着による地域の活性化

を図るため、関係諸機関の動向及び立地条件等を考慮しながら、大学等高等

教育機関の誘致実現の方向を求めることが課題となっています」とあり、ま

た高等教育機関等の誘致については次のように示しています。 I本市の学術

や文化の向上、発展に寄与し得る個性と特色ある国・公・私立大学及び専修

学校等の誘致について検討します」というように将来の方向を定めています。

このように当局の学校誘致の積極的な方向が明らかになっていますので、私

はインダストリアルパーク計画に関連して、専門学授の誘致について当局が

どのように考えているのか、この際御見解を承りたいと思います。
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最後に、道路整備と交通安全対策についてですが、庄司市長は道路整備に

ついて施政方針の中で次のように示しています。 rさらに、生活に密着した

道路及び河川の改良や整備を地域の実情に即して実施し、利便性、安全性の

向上に努めてまいります」と生活道路の整備を約束しています。

そこでお尋ねしたいのは、当市には道路整備網の検討委員会が設置されて

おりますが、これは横断道や東関道館山線、また館山白浜バイパスなどの道

路整備に関する対応に万全を期すためのこととのことですが、平成 7年度完

成を目指して工事が進められている東関道館山線の進捗状況についてお伺い

いたします。

また、当市を南北に通る道路としては、バイパス道路の工事が進んでいま

す。そして、東西に通る道賂としては、現在国道 128号線がありますが、私

は現在の車社会の状況から考えても、東西に延びる道路が必要ではないかと

思います。ょうやく都市計画道路として完成した八幡一高井線を萱野まで延

長して当市の主要幹線道路に組み入れることはできないかと思いますが、こ

の点検討をされているのかお伺いいたします。また、 20年前に決定された都

市計画道路もあろうかと思いますが、市民生活の変化や社会の多様化を考え

て、現実に即した見直しを検討する時期にきていると考えます。この都市計

画道路の見直しについて検討されているのかどうかお尋ねいたします。

次に、交通安全対策についてですが、当市には事故防止のために 950基余

りのカーブミラーが市内の危険箇所に設置しであります。先般党員とともに

カーブミラーの清掃を実施したところが、余りにもひどい汚れに驚いた次第

であります。事故防止のために設置されたはずのカーブミラーも、このよう

に汚れていたり、草木が覆いかぷさったり、また曲がったり、非常に見にく

い状況で放置されたままでは、安全対策の面から見ても事故防止には決して

ならないと思うのであります。このカーブミラーは当然見通しの悪い箇所に

事故防止のために設置されており、ドライパーはこのカーブミラーを頼りに

運転するわけであります。したがって、このカーブミラーはドライパーにと

って命綱同然と言っても過言ではないと思います。現代の車社会の時代に事

故防止のために欠くことのできないこのカーブミラーの維持管理の必要性が
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急務だと思えてなりません。しかし、道路維持管理者である市においても清

掃どころか設置のみで、あとの維持管理は無策に等しいのが現状であります。

カーブミラー清掃業務を民間業者に委託すべきであると思いますが、当局の

見解をお尋ねいたします。

また、交差点での事故対策についてですが、かねてから市民の要望であり

ます竹原、広瀬の信号機の設置についてですが、昨年からことしにかけて事

故が多発しており、早期に対策を講じていただきたいのですが、この点はど

うですか。

以上、私は初めに申し上げましたように市民の要望に沿って御質問いたし

ました。当局の前向きの御答弁を期待するものです。なお、御答弁によりま

して再質問をさせていただきたいと思います。

。議長(福原動君) 庄司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの脇田議員の御質問にお答えいたします。

大きな第 lの高齢化社会の到来と福祉の充実の問題でございます。小さな

第 1点目、ホームへルパー、ショートステイ、デイ・サービス事業について

の御質問でございますが、ホームへルパーの増員につきましては、制度の今

後のあり方を含め、需要に応じた人員を計画的に配置してまいります。ショ

ートステイの受け入れ態勢につきましては、館山特別養護老人ホーム及び館

山養護老人ホームに加え、本年度から三芳光陽園と委託契約を締結いたしま

したので、これで対応を図ってまいりたいと考えております。デイ・サービ

ス事業につきましては、事業の拠点、となるデイ・サービスセンターを特別養

護老人ホームに併設することが原則でありますので、広域的に設置の方向で

現在も近隣町村と協議しているところでございます。施設の規模といたしま

しては、できればB型、状況によりましては C型で実施することも考えてお

ります。

次に、小さな第2点目、在宅介護支援センターの開設についての御質問で

ございますが、これも特別養護老人ホーム等に併設を原則とし、ソーシャル

ワーカー、看護婦または保健婦、介護福祉士を配置しての24時間体制であり、
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また消防署、匿療機関等関係機関との協議も必要であり、大変な事業ですの

で、今後近隣町村と慎重に協議したいと考えております。

次に、小さな第3点目、福祉タクシー制度の拡充についての御質問でござ

いますが、この制度は重度障害者の移動能力をカバーすることを目的として

おりますので、対象者は現状のままで進めてまいりたいと考えております。

次に、小さな第4点目、館山市役所の身障者の雇用状況との御質問でござ

いますが、障害者の雇用の促進等に関する法律、この規定により、館山市の

その雇用状況は毎年千葉県商工労働部長に報告しておりますが、雇用数にお

いて充足いたしております。なお、安房郡内の雇用状況は92人でございます。

これは従業者日人以上の事業所について把握したものでございます。

大きな第 2、地域環境美化の問題について、小さな第 1点目、環境美化に

関する条例を制定してはどうかとの御質問でございますが、当市におきまし

ては昭和62年度から清潔で美しいまちづくりを基本理念といたしますクリー

ン・アンド・ビューティフル運動を推進し、環境美化に対する意識の高揖を

図っております。したがいまして、現段階では条例の制定につきましては考

えておりません。

次に、小さな第 2点目、デポジット方式で空き缶の回収について、小さな

第3点目、空き缶圧縮機の設置についての御質問でございますが、当市にお

きましては分別収集及び春、秋の一斉清掃等により空き缶の回収を実施して

おります。設置場所、設置管理、回収方法等課題もありますので、現段階で

はこれらの導入については考えておりません。

次に、小さな第4点目、生ごみの堆肥化についての御質問でございますが、

現在各家庭等から出されるごみは平成元年度からごみ質が変わり、紙類が全

体の40%から50%を占め、高カロリー化しております。このため、カロリー

を下げ、焼却能力のアップを図るために、水分を多く含んだ生ごみは焼却炉

の運転に支障とはなっておりませんので、現在のところ堆肥化については考

えておりません。今後の検討課題にしたいと考えております。

なお、ごみの誠量化につきましては、平成 2年4月から古紙の分別収集を

始めた結果、平成 2年度の清掃センターの処理量は 2万 306トンであり、平

- 89 -



成元年度の処理量2万 681トンと比較して1.8%の減となっております。今

後とも古紙の分別収集について市民の協力を得ながら一層の進展を図り、ご

みの減量化に努めてまいりたいと考えております。

次に、小さな第 5点目、ごみ集積所施設を市で統ーしたらどうかとの御質

問でございますが、集積所はごみの質、量及び敷地の問題等地域の実情に合

わせ、地元住民が自主的に設置、管理をしており、統一的な集積施設を設置

することは考えておりません。

次に、大きな第3のインダストリアルパーク計画にまつわる問題でござい

ます。小さな第 l点目、インダストリアルパーク計画に関する進入路と排水

路の現在の状況についての御質問でございますが、平成 2年度に基本計画を

策定し、整備の基本的な方向を定めたところであり、本計画につきましては

千葉県企業庁が事業主体となり、推進する予定でございます。進入路につき

ましては、国道 128号線部分から稲地区に入り、工業団地に接続する計画で

ございます。排水路につきましては、工業団地から稲川排水路、竹原川、滝

川へ排水する計画でございます。それぞれの細部につきましては、現在事業

主体を含めまして地元の皆様や関係者等と協議を重ねているところでござい

ます。

次に、小さな第2点目、九重駅周辺の整備について、特に駐輪場の整備に

ついての御質関でございますが、現在の駐輪場は JR敷地内に約70台、駅利

用者の通行に支障のない程度で自由に駐輸されております。今後周辺整備と

の整合性を保ちながら検討してまいりたいと考えております。

次に、小さな第3点目、専門学授の誘致についての御質問でございますが、

現時点ではインダストリアルパーク計画に関連しての専門学校の誘致は考え

ておりません。

大きな第4の道路整備と交通安全対策について、小さな第 1点目、東関東

自動車道館山線の進捗状況でございますが、千葉一木更津聞につきましては

日本道路公団により平成4年度完成を目指し一部工事が着工され、木更津一

富津間につきましては現在調査等が実施されております。また、富樟以南の

整備でございますが、高規格道路として金谷道路、鋸南道路は既にトンネル
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及び橋梁工事等着手されております。さらに、富山一富浦道路につきまして

は、地元関係地権者の説明会を終え、用地の取得交渉が進められていると伺

っております。なお、東京湾横断道路の完成に合わせまして供用開始できる

よう、建設省初め関係機関に強く要望しているところでございます。

次に、小さな第2点目、都市計画道路の見直しについての御質問でござい

ますが、主要な道路の計画に当たりましては将来の都市構造等を総合的に勘

案して決定されるものでございます。したがいまして、現在行われている道

路整備等検討委員会の検討結果並びに都市マスタープランの策定等を踏まえ

て検討していくことになると考えております。

次に、小さな第3点呂、カーブミラーの管理についての御質問でございま

すが、本年度から鏡面の取りかえを実施しているところでございます。なお、

今後点検を行っていく中で、清掃によりまして機能が回復するものが多くあ

れば、清掃委託も検討してまいりたいと考えております。

次に、小さな第4点目、竹原、広瀬の交差点での事故対策についての御質

問ですが、該当の交差点での交通事故防止のため、各種安全施設の整備を図

ってまいりました。信号機の設置につきましては、昭和62年県公安委員会に

要望したところ、現時点では交通量が少ないという点で設置はできないとい

うことでございました。

以上で答弁終わります。

。議長(福原動君) 脇田安保君。

。 9番(脇田安保君) 最後の市長答弁で漏れがあったんですけれども、そ

れはまた再質問のところで伺っておきたいと思いますけれども、ちょっと最

後の八幡一高井線の萱野までの延長ということに対して、ちょっと市長の方

の答弁がなかったものですから、また再質問で伺います。

では、再質問させていただきます。最初の高齢化社会の到来に備えての福

祉の充実についてでありますが、これは厚生省が昨年国勢調査をもとに21世

紀の日本の人口動向調査ということで、将来人口推計によりますと、女性の

今騒がれております生涯平均出産数は、戦後最低だったのが1989年でありま

して、さらに本年に入って下回っている、そういうような記録が出てきまし
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た。この結果、総人口は2010年にはピークに達するんだ、その後は滅少に転

じていくと言われております。また、人口に占める高齢者の割合が 3割を超

える町村が全国に出始めてきております。高齢化が急速に進んでいる中で、

在宅福祉の充実は急務と思いますので、こうした中で鳥取県では集落ごとに

集会所や保育所などの既存の施設を利用して介護が必要なお年寄りを日中預

かる託老サービスということをやろうとしておりますけれども、これは従来

の在宅サービスと全然異なりまして、このように毎日でも身近な場所で触れ

合えるという場をつくっていく。全国でも珍しいというような新しい対策で、

全国的に注目をされております。まだスタートしておりませんから、今後の

要するに動向を見ていきたいと思っております。当市においても老人人口は

約20%弱になってきておりまして、これ高齢化じゃなくて高齢社会にもう入

ったかなと言っても過言ではないと思います。

そこで、何点か質問させていただきますけれども、先ほど御答弁にござい

ましたように、ホームへルパー、これは確かにその需要に応じてしていく、

ふやしていくんだ、計画的にやっていくということでございますけれども、

現在のへルパーが私の記慣では十二、三名おると思いますけれども、 1日何

人の人、多い方もいれば少ない方もおると思います。それで、 1日何人の方

を面倒見ているのかまず伺います。

。議長(福原動君) 民生部長。

@民生部長(佐藤澄雄君) ホームへルパーの方々が 1日何人ぐらい見てい

るかという御質問でございますけれども、おおむね 1軒について 2時間、 35

名プラス身障者の方々 10名を面倒見ているという現状でございます。

。議長(福原 動君) 脇田安保君。

。 9番(脇田安保君) 35名-1人が35名ですか、これ。

@民生部長(佐藤澄雄君) 全部ででございます。

。 9番(脇田安保君) そうしますと、大体 l人当たり何人になりますか。

10名ちょっとかなと思いますけれども、といいますのは、私が聞きたいのは、

今回のーこれからもそうですけれども、 5月の連休ございましたね。それ

で、またこれ今後もっと連休が、休日が多くなってくるといいますと、その
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受ける側、へルパーに頼っている側は、週2回訪問されていただいている側

とすれば、もうその週によっては10日間ぐらい全然へルパーの方が来ていた

だけない場合が現段階でもあるわけです。また、この 5月の連休にございま

した。そういう意見も私も承ったんですけれども、そうしますと現体制の中

では、休みの人がそのまま翌日決まっているところには行かなきゃならない

で、休みの自のかわりはできないというような体制のもとに、私が提案した

いのは、そのほかに登録へルパーということはこれできないかどうか、その

点伺いします。

@議長(福原動君) 民生部長。

。民生部長(佐藤澄雄君) 登録へルパーの制度でござ、いますけれども、制

度として実際にあるわけでございますが、ただその場合に現行のホームへル

パー制度が非常に問題があるとか、そういうときの補助的な制度であるとい

うふうなことが理解されているわけでございます。

。議長(福原 勤君) 脇田安保君。

。 9番(脇田安保君) では、現行の中で対応できるというふうに解釈して

よろしいかと思います。

次に、ショートステイの問題ですけれども、これは三芳で受け入れ態勢を

拡大したために、現在の枠の中で対応できるというような御答弁でございま

したのでよろしいんですけれども、その利用する側一一 1点だけ伺っておき

たいんですが、利用する側が現在利用する場合に、最初申し込む場合に身体

検査なり検査して、それから登録するわけですけれども、今の制度ではショ

ートに預かっていただくとき、その都度その都度申請をしなきゃならないと

いうふうな手続を踏まなきゃならないわけです。これを年一遍市役所に申し

込んで、窓口に申請すれば、 1年間何度でも施設に直接自分が一家族の方

でもよろしいですけれども、電話でなり、あるいは口頭でもよろしいけれど

も、申し込みができるというような、簡単な利用券的な制度が各地でスター

トしております。当市もそういうふうな考えを持ってやることについてはど

う考えますか。

@議長(福原動君) 民生部長。
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。民生部長(佐藤澄雄君) 御指摘のとおり、利用券の発行によるショート

ステイでございますが、現在もいろいろ検討中でございます。早急にこの実

現を図りたいというふうに考えております。

。議長(福原 動君) 脇田安保君。

。 9番(脇田安保君) その問題は、ショートステイは現在行っております

けれども、デイ・サービスはまだ行っておりませんから、デイ・サービスが

始まったときに利用券も両方一緒に、同時にーその前にショートステイの

方をお願いしたいというふうに思います。デイ・サービスもその方向でお願

いいたします。

その中で、最後にデイ・サービスの型はAあるいは B型を採用して行って

いくんだということでありますけれども、このデイ・サービスは市単独でこ

れはできる問題じゃありません。特老が併用してやらなきゃならない問題で

すから、広域圏的な問題で、当館山市として単独でやるわけにいきませんの

で、近隣町村に協力をし、またそのリーダー的な位置を市としてとっていた

だきたいと思います。

それで、 1点だけ伺っておきたいんですけれども、これ介護支援センター

についてですけれども、これは本当に大変な事業であります。 24時間体制と

いうことでありますけれども、私の相談受けた中で、いろいろせんだっての

方が介護疲れでどうしたらいいんだということで相談一要するに介護の仕

方、あるいは急にそういうふうに病気が出た場合に、自分がじゃあどこに相

談したらいいのかな、どこでアドバイスを受けたらいいのかなという要望意

見もありました。現在こういうアドパイスをしてくれるところはどこでー

県内でもよろしいんですけれども、郡市内でどこへ電話して聞けばー寝た

きりとか、あるいは痴呆になった場合に即アドパイスしてくれるようなとこ

ろはございますか。

。議長(福原勤君) 民生部長。

。民生部長(佐藤澄雄君) 即ということでございますが、今のところ福祉

事務所でもこういう対応をしております。そういうことでひとつ御理解いた

だきたいと思います。
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@議長(福原 動君) 脇田安保君。

。 9番(脇田安保君) この制度は大変な制度で一介護支援センターって

大変な制度ですけれども、私が希望する、要望するのは、デイ・サービスセ

ンターは、これは検討し、今後特老と併用してやっていくと思います。その

ときに、その時点にこれを併用して、介護センターを特老で開設できないか

なということなんです。ということは、今おっしゃいましたように、要する

に普段の時間帯一役所の福祉事務所の職員の勤務時間帯はよろしいですけ

れども、それ以外の時間はーやはり夜とか、あるいは突然起こった場合に

じゃあどうしたらいいんだ、医者にもなかなか相談できない、こういうよう

なときにこれは看護婦さんが事細かく対応できるようなシステムになってお

ります。ですから、この点をぜひともデイ・サービスの事業と並行してひと

つお願いしたいと思います。それを市がリーダーシップをとっていただきた

い、そのように特に要望しておきます。

では、福祉の問題はこれにて終わりまして、次にごみの問題に移りますけ

れども、環境庁は平成2年度に実施したー私が聞きたいのは、空き缶の投

げ捨て実態調査というのを行っておるようです。その発表によりますと、国

道など主要幹線道路では 1日に 100メートル当たり 2.4個、海岸、湖は1.0 

00平方メートル当たり 2.1個の空き缶が捨てられておる。平成元年の調査と

比べてみると、それぞれ 2.3、 1. 9とふえています。この調査方法は、毎年

夏に全国の 700市町村の同一場所で実施している。当市でも実施されておる

と思いますので、この調査されている結果についてまずお聞きします。

。議長(福原動君) 民生部長。

。民生部長(佐藤澄雄君) この調査はただいま御指摘にありましたとおり

環境庁が実施しているわけでございますが、元年度の調査でございますが、

北条海岸におきまして 3項目一空き缶がどうか、空き瓶がどうか、その他

がどうかという 3つの調査項目でやっているわけでございます。館山の場合

は空き缶がーこれは 1週間でございますけれども、 1日目が23個、 2日目

が10個、 1日当たりにして1.4個、これは全国平均で1.9個、全国平均より

比べて若干少ないということです。それから、空き瓶につきましては、 1回
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目が 1個、それから 2回目がなし、 1日当たり平均してゼロということで、

全国では 1日当たり O.5個ということでございます。それから、その他で、

1日目が一一これはその他というのは空き缶、空き瓶以外のものでございま

すけれども、 1日目が 173、2回目が78、l日当たりが11.1。全国平均 1日

当たりが 5.9ということで、これは全国平均よりも上回っているという数字

でございます。そういう状況でございます。

@議長(福原 勤君) 脇田安保君。

@9番(脇田安保君) ちょっと時聞がありませんから少し急ぎますので…

。

確かに海岸と園道あるいは幹線道路とは違いますけれども、私が言いたい

のは、とにかく空き缶がもう散乱状態にーもう自に余る状況であります。

でありますので、先ほど質問いたしましたが、とにかくこの空き缶の回収方

法として、これは先ほども言ったように「捨てれば公害、集めれば資源」と

いうこの標語、これはそのものであると思います。ですから、このリサイク

ル運動を始めたのは、県内自治体では一宮町が初めて回収器を設置したわけ

です。これは今月ですか。 6月だと思います。設置して、これを業者に引き

取らせて、その売り上げは子供会の運営費に充てるというような画期的なも

のを始めたわけです。これはその後の経過を見なきゃわかりませんけれども、

そこで再度質問になるかと思いますけれども、自動販売機の現在置かれてい

るところに回収器といいますか、回収箱といいますか、空き缶の、それは設

置するような義務が法的にできているのかどうか、その点伺いたいんですけ

れども。

。議長(福原動君) 民生部長。

。民生部長(佐藤澄雄君) そういう法的な義務はないと患います。

@議長(福原 動君) 脇田安保君。

。 9番(脇田安保君) ないということですけれども、なければ散乱しても

やっぱり仕方がないな、そこで売ったものは自分で処理できないんだという

ように思います。ですけれども、これは行政としてぜひとも設置を指導して

いただきたいと思います。この点は要望して終わりたいと思います。
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次に移ります。インダストリアルパークについて伺います。これは地元の

ことですから少し時間をいただきたいなと思いますので……。

先般地元の議員と地権者と県内の長柄町、長柄工業団地、それから茂原市

の茂原工業団地、それから千葉市、土気緑の森工業団地一これは造成中で

すけれども、視察をする機会ができました。

そこで何点かお聞きしたいと思いますが、初めに進入路についてでありま

すが、これは 3月議会でも出てきましたんですけれども、先ほども御答弁で

128号から稲側にその進入路をつけるんだ。そうすると、これはオーパーパ

ス的な道路になってくるかなとは思いますけれども、 128号から直接稲の方

につけていくということになると、ちょっとこれは大変な工事かなとは思う

んです。 128号線と JRとの聞が幾らもありませんので、このようなことは

工事的にー専門分野ですけれども、可能なのかどうかまず伺います。

@議長(福原動君) 経済部長。

@経済部長(脇田元始君) 高架の予定で現在進めてます。

以上でございます。

。議長(福原 動君) 脇田安保君。

。9番(脇田安保君) いや、高架ということはわかりますけれども、私が

聞きたいのは、国道と- 128号線ございますね。 128号線と JR一一軌道

敷がありますけれども、その聞の距離が余りにも短い。今現在オーバーパス

ができているあそこは富浦バイパスの取りつけ道路ですか、あそこの高架を

見ると、はるか遠くから JRを越えているというような感が見受けられるわ

けです。ですから、私もすぐ近くですから、その聞であの状況から見た場合

には不可能に近いんじゃないかということをお聞きしているわけです。

。議長(福原動君) 経済部長。

。経済部長(脇田元始君) 概要としては、ーたん逆に三芳方面ですか、あ

ちらの方へ回して上がっていくということになろうと思いますが、具体的に

進入路の方の関係がまだはっきり決まっておりません。これ地元も協議中で

ございますので、これを現在優先して、ただ考え方としてただいま申し上げ

たような方法になろうか、こんなふうに考えてます。
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以上でございます。

。議長(福原 動君) 脇田安保君。

。9番(脇田安保君) 確定されていないということでありますから、先に

進めていきたいと思います。

そうしますと、中の稲側に入った農用地についてもまだ地元と協議されて

いると思いますので、その上に入りまして、工業団地内の道路について若干

一わかる範囲でよろしいですけれども、説明していただきたいと思います。

これは長柄、茂原についても工業団地は団地専用道路だったわけです。それ

で、当インダストリアルパークー館山市の工業団地については、工業団地

に入る専用道路でいくのか、それとも一般道路にしていくのか、その辺の考 4 

え方をまずお聞きします。

@議長(福原 勤君) 経済部長。

@経済部長(脇田元始君) 一般道路として考えております。将来的には関

係機関と協議を図りまして、館山一大貫一千倉線へ接続する幹線道路という

ふうなことを考えております。

以上でございます。

@議長(福原 動君) 脇田安保君。

@9番(脇田安保君) そうしますと、幹線道路が l本多くなってくるのか

な、またいろんな面で今の一長柄町の専用道路ができた場合12メートルで

したけれども、幅が、それ以上のものをつけて道路整備もなされてくるのか。

結構なことであります。

次に、一番心配されるのは工業用排水でございます。この工業団地の下流

には、先ほども御答弁の中に農業用水一滝川という農業用水を蓄えている

河川がございます。長柄では生活雑排水や工業排水は直接調整池に入れてお

りました。茂原では生活雑排水にしても工業用水にしても河川に放流してい

るというような工業団地、まるっきり違うような団地の形成であります。そ

こで、当市はこの工業団地の工業排水と生活雑排水、それは直接調整池に入

れていくのか、あるいは調整池に入る前に工場から排出される一一工場は決

まっておりませんから、どのような工場かわかりませんですけれども、チェ

- 98 -



ックできるような施設を調整池の前につけていくのか、その点お聞きしたい

んですけれども。

@議長(福原勤君) 経済部長。

。経済部長(脇田元始君) まず、生活排水関係は汚水処理場で処理をして

から調整池の流入、こんなふうに考えております。それから、工業排水でご

ざいますが、これは企業ごとに浄化処理施設を設置いたしまして、排水基準

まで処理した水を調整池へ流す、チェック体制を確立したい、このように考

えています。

以上でございます。

@議長(福原 動君) 脇田安保君。

@9番(脇田安保君) ぜひ下流の農業用水に害が出ないようにチェックを

していただくような体制を厳重にとっていただきたい、そのように要望して

おきます。

それと、これは細かい点になるかと思いますけれども、わかる範囲で結構

ですけれども、当市はこの計画でーインダストリアルパークの工業団地で

すけれども、その用地面積は約70ヘクタールと言われております。そのうち

に工場用敷地、また工場の分譲区画といいますか、何区画に計画しているの

か。

それと、私が心配しているのは、進出してくる企業ー長柄町では13社、

茂原工業団地は16社工業団地に進出してきております。また、分譲しており

ます。その中で最も小さい会社、従業員数は17名でございました。これは茂

原工業団地です。最も多く従業員がございます会社が、これは東陶という会

社で 250名でありました。それで、当市はその従業員を何人ほどをめどにし

て企業計画をされているんですか。

@議長(福原勤君) 経済部長。

。経済部長(脇田元始君) まず、最初の工業団地の関係でございますが、

68ヘクタール今のところ計画でございます。うち 3割で、 20ヘクタール程度

が工業団地ということで考えております。

それから、ここに働く人の数的な今の御質問でございますが、企業の中身
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がまだ全くわかっておりません。したがいまして、おおむね全体で1.500か

ら 2，000名、こんなふうなことを考えております。

以上でございます。

@議長(福原 動君) 脇田安保君。

。9番(脇田安保君) 進んでいると思いますけれども、その点ぜひとも

ーこれは館山市の、また安房郡においてもビッグな雇用の場の促進になる

かと思いますので、ぜひとも成功していただきたい、そのように思いますけ

れども、 1点だけ伺っておきたいのは、私が心配しているのは、工業団地は

できました。売れ残りましたというような懸念がなきにしもあらずでござい

まして、県内で工業団地、県企業庁が分譲している工業団地もございます。，

市町村が分譲している工業団地も数多くありますけれども、その中で現在売

れ残りはあるのか、売れ残っていれば、どのような原因で工業団地そのもの

は売れ残りになっているのか、その点 1点伺います。

。議長(福原 動君) 経済部長。

@経済部長(脇田元始君) 県の全体の工業団地関係はちょっと数の方が調

べておりませんですが、先般県の方、企業庁の方にお尋ねしたわけですが、

売れ残りというのは 1つもないそうでございます。

以上でございます。

。議長(福原 勤君) 脇田安保君。

@9番(脇田安保君) 時間がありませんから、工業団地に関してはまた継

続して、後ほど機会を見てお願いしたいと思いますので、最後の道路問題に

移りたいと思います。

これは東関道館山線についてでありますけれども、進みぐあいは今市長が

御答弁なさいましたけれども、半島性ということで、館山市はもうこの道路

に最大限期待しているわけです。私もいろいろな方から要望意見伺っている

んですけれども、東関道はいつできるんだ、そういう声が数多く聞かれるわ

けです。

それで、平成元年の12月議会で私が質問した中で、富津以南につきまして

は、金谷道路は平成元年度から用地買収に入って、鋸南道路については95%

- 100 -



の用地取得ができたんだ、それで一部は、鋸南道路については平成4年度に

完成が見込まれているという答弁を平成元年12月議会で私はお聞きしまして、

そのとき喜んだわけでございますけれども、この平成4年といいますと来年

度になるわけです。私もその鋸南道路にしても金谷道路にしても現在工事や

っているところを見る機会がちょっと今現在のところございませんで、議会

の答弁を丸々要するに信用して喜ぷ次第でありますので、ちょっと蹄に落ち

ない点がございまして、この点まず伺いたいんですけれども。

@議長(福原動君) 建設部長。

。建設部長(伊東 衛君) お答えします。

平成4年度完成が見込まれていると説明しておりますんですけれども、当

時の千葉国道関係者からそのように発表されたのでというふうに推測してお

ります。これについてはよろしいですか。

。議長(福原 動君) 脇田安保君。

。9番(脇田安保君) いいです。

。建設部長(伊東 衛君) それでは、東関道がいつできるのかということ

のお尋ねのようですけれども、千葉一木更津聞が用地取得率76%になってお

ります。それから、木更樟ー富津聞が現在環境アセスメントの調査が実施さ

れておるそうでございます。次が金谷道路、これは富樟から鋸南にかけての

道路でございますけれども、用地取得率が63%、工事用の取りつけ道路の完

成、鋸山トンネルが1.500メートルのうちの 760メートルが進んでおるそう

でございます。鋸南道路、これは鋸南と富山の関係の中の道路でございます

けれども、用地取得が97%、大惟子トンネルを初め各トンネル工事が、ある

いは橋梁工事が進められているところでございます。富山富浦道路について

は、路線測量、地形測量、用地測量が完成しておりまして、ただいま用地買

収を本年度から実施するということでございます。平成 7年度目途にかけて

今関係者それぞれ努力しているということでございます。

以上です。

@9番(脇田安保君) 議長、時間でありますけれども、先ほど市長の答弁

漏れございました。これは時間外でよろしいですか。
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。議長(福原 動君) はい、結構です。

。9番(脇田安保君) 答弁お願いします。

@議長(福原勤君) 圧司市長。

。市長(庄司 厚君) 八幡ー高井線の道路延長を考えているかとの御質問

でございますが、この問題についてはこれからの検討課題でございます。

。9番(脇田安保君) 終わります。

@議長(福原 動君) 以上で 9番議員脇田安保君の質問を終わります。

次、 7番議員鈴木順子君。御登壇願います。

(7番議員鈴木順子君登壇)

。7番(鈴木順子君) 議員として初めての質問でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

私は既に通告してございます 4点について御質問をさせていただきたいと

思います。

第1点目の御質問でございます。ごみの減量化及び再資源化についてでご

ざいます。全国的にもこの問題は各自治体で大変な努力をされているようで

ございます。館山市でも古紙回収をされており、近ごろではカレンダーなど

による市民の意識高揖にも努めておられ、大変結構なことだと思っておりま

す。また、市民の間では生協等を中心とした牛乳パックの囲収運動が盛んに

なってきておりますが、牛乳パックは再生紙としては大変上質なものになる

と聞いております。私も経験しておりますが、牛乳パックの回収は、出すに

は若干の手聞がかかりますが、ごみも減っていくわけですし、再生紙にもな

る上に、焼却場の炉の傷みぐあい、大分解消されていくのではないでしょう

か。松戸市役所ではごみを誠らす課というのが発足され、リサイクル業者、

町内会などと一体となっての回収が行われているそうでございます。

そこでお伺いをいたしたいと思います。館山市では牛乳パックの処理は現

在どうされているのでしょうか。将来的に牛乳パックの回収をしていきたい

というお考えがありますでしょうか。

次に、第2点目でございます。この御質問は日下議員と重複いたしますが、

あえて質問をさせていただきます。城山公園の利用状況についてでございま
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すが、城山公園は子供たちの遊び場として、また市民の皆さんの散歩場所等、

広くは市外の方々にも利用をいただいているようでございます。私もよく利

用いたしておりますが、土曜、日曜になると人出も大変多いように見受けま

す。城山は、その頂上からの景色は大変すばらしいものだと思っております。

公園を利用されている方々から、整備をされていて大変きれいだけれども、

子供を連れて頂上に行っても子供の遊び場がない。また、お年寄りの方も登

っていくにも大変だ、ベンチがもう少し置いてあったら助かるよという声を

聞きました。私も登ってみましたが、全くそのとおりだなという実感を持っ

てまいりました。下の広場にはプランコがあります。山の中腹と申しますん

でしょうか、かなりの規模の遊び場があります。項上にもミニ遊び場をつく

れるスペースはあるんではないかと思います。以前にはプランコ、滑り台等

あったように記憶しております。

市長さんにお伺いをいたしたいと思います。歩いて城山を登った経験がお

ありでしょうか、ぜひ登勺てみた感想、をお聞かせ願いたいと思います。また、

子供たちのミニ遊び場を頂上におっくりになられるお気持ちはあるでしょう

か。また、ベンチの増設をというお年寄りの要求に対してのお考えをお聞か

せいただきたいと思います。

次iζ、第 3点目でございますが、川名岡地区の下水設備についてでござい

ます。私はさきの選挙で、大変困っていることがあるので見てほしいという

市民の方の訴えで伺ったところ、生活雑排水を流す先がないということでし

た。現場を見て大変驚きました。側溝を設備するにも近隣の方々との話し合

いがつかず、やむを得ず宅地内に何カ所もため池をつくったり、御自分の畑

へと管をつなぎ、ため池をつくっての処理をしていました。私が伺ったのは

まだ寒い時期でしたが、近くを通っただけでもにおいが鼻をつき、夏になっ

たらどんな状態になるんだろうなと思ったりしたものです。このようにどう

したらよいのかわからず、日々御苦労されている市民の方々に対して市とし

ての対策はどうなっているのでしょうか。とても文化的な生活をしていると

は思えないこの方々の現状をお訴えし、市としての御答弁をお願いしたいと

思います。
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次に、第4点目でございます。在宅福祉対策の現状と今後についてでござ

います。高齢化が著しく進行している館山市においては大変重要な問題だと

思いますが、当市は在宅福祉対策の一環としてデイ・サービス事業を積極的

に推進するとのことですが、この問題につきましては先ほど脇田議員の方か

らの御質問がございました。内容が多少重複することになるかと思いますが、

それだけ期待をし、関心を持っているということで御了承を顕いたいと思い

ます。

近ごろシルバー産業としても在宅介護サービスが注目をされているようで

す。需要があるからだと思うんです。東京のあるデパートでこのサービスを

始めたところ、ホームヘルプサービスとしては 1時間 2，000円前後、また入

浴サービスに至つては 1回l万 5，000円もするそうです。内容は現在館山市

で行われているへルパーさんの派遣制度と何ら変わりがないようでした。館

山市では派遣されているホームへルパーさんたち、職員を含めて13人の方と

聞いていますが、派遣の費用は所得税課税世帯からは課税年額に応じて 1時

間当たり 200円から 650円、そして同非課税世帯以下の世帯においては無料

となっているようでございます。

派遣制度を利用されている方々も御老人ばかりではないわけですが、特に

私は障害を持ってしまった在宅介護で生活できる高齢の方々の現状、市とし

てこれからどう対応していったらよいかという問題についてお聞きしていき

たいというように思います。これから先高齢者がふえていくであろうと十分

認識なさっていると思いますが、この問題は避けては通れないと思います。

ことしの 3月でしたか、厚生省が発想、の転換をし、寝たきりゼロへの10カ

条を発表しました。確かに現状の在宅介護対策では寝たきりになってしまう

状況ではないかと思います。病状が安定したので在宅でと対応しでも、家へ

帰れば家のっくり等は障害を持ってしまった人々の住めるような状態ではな

いわけです。結局寝たきりになってしまうのが現状ではないでしょうか。介

護を要するとされた方が我が家で生活を続けていくには、その家族の方々に

任せてしまうということではなく、ホームへルパーの派遣、財政援助、生活

用具の援助等行政の支援体制が必要になってくると思います。東京の江戸川
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区では、平成 2年10月から介護を要する 60歳以上の方、また60歳以下で障害

者手帳交付を受けている方全員に対して、寝たきりをなくしていくという運

動の一環として、持ち家の方に限られるそうですが、段差の解消、ふろ場の

改造、手すり、リフト等設置、区が全額負担で補償をし、行われているそう

でございます。寝たきりにさせないための対策を真剣に考え、介護される方

も介護する方も安心して暮らしていけるような努力を一体となってやってい

くことが必要かと思います。

そこでお伺いをいたします。在宅介護を受けておられる方に対して市とし

てどのような援助が現在されているのでしょうか。また、現在のホームヘル

パーの方13人ということでございますが、要望に十分応えられていると思わ

れますでしょうか。入浴サービスは月に何回のペースで利用されているので

しょうか。また、今後在宅福祉対策としてデイケアセンターのほかに何かお

考えがありますでしょうか。

以上、明快な御回答をいただきたいと思います。お答えにより再質問をさ

せていただきたいと思います。

ありがとうございました。

。議長(福原動君) 圧司市長。

(市長庄司厚君登壇)

。市長(圧司 厚君) ただいまの鈴木議員の御質問にお答えいたします。

大きな第 lのごみの減量化及び再資源化についての御質問でございます。

具体的な牛乳パックの回収につきましては、御意見がございましたが、回収

方法等問題がございますので、現段階では実施する考えはございません。回

収している団体もあると伺っておりますので、今後も検討してまいりたいと

考えております。

次に、大きな第2点目の城山公園の利用状況について、こういう御質問で

ございました。城山公園は都市公罰法で位置づけられた総合公園として計画

的に整備を進めてまいりました。平成 2年度末には計画されました事業もほ

ぼ完成し、幅広く市民の憩いの場として、また歴史、文化等の教養の場とし

て、さらに観光の拠点として多くの方々に利用されているところでございま
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す。

いつ登ったのかという具体的な御質問ございましたが、一番新しいのでは、

5月の10日の午後 1時歩いて登りまして、下ってまいりましたのが歩いて午

後4時半、 5月10日でございます。この日は茶室利用促進会の方にお願いし

まして、全部の方に歩いていただいた。それが新しいところでございます。

今後の公園整備につきましては、市民の方々からのいろんな御意見もちょ

うだいしております。そういう御意見を参考にいたしまして今後の検討を重

ねていきたい、こう考えております。

次に、大きな第3の川名岡地区の下水整備についてでございますが、市道

以外の生活道の排水整備につきましては、現在地元区から資材交付の要望が

ありました場合に原材料支給で対処しております。なお、同地区におきまし

でも同様に対処いたします。

次に、大きな第4の在宅福祉対策の現況と今後についての御質問でござい

ますが、現在ホームへルパーの派遣、入浴援護、ショートステイ、日常生活

用具の給付等、また各種手当といたしまして、重度痴呆性老人介護手当、重

度障害者等福祉手当、特別障害者手当により福祉の増進を図っております。

今後人口の高齢化等、多様化する福祉需要を踏まえまして、在宅福祉の 3本

誌でございますホームへルパー、ショートステイ、デイ・サービス事業を推

進してまいりますが、なお具体的な問題につきまして、細部にわたります御

質問ιつきましては部長から答弁させます。

以上でございます。

@議長(福原動君) 民生部長。

。民生部長(佐藤澄雄君) まず、ホームへルパーにつきましてお答え申し

上げます。

ホームへルパーにつきましては現在日名で対応しているわけでございます

けれども、この増員につきましてはいろいろこれからのニーズに合わせまし

てやっていきたいというふうに考えております。それから、入浴サービスで

ございますけれども、現在は月、水、金と 1日に午前中 1名、午後 1名、そ

ういうことで、合わせまして35名を入浴をさせております。

106 



それから、デイ・サービスセンターのほかに何かお考えがあるかというこ

とでございますけれども、ただいま市長が話しましたように、今後制度また

は施策につきましては市民の高齢化のニーズに応えまして種々検討してまい

りたいというふうに考えております。

。議長(福原動君) 鈴木順子君。

。7番(鈴木順子君) 市長さんにお伺いをいたしたいんですが、城山公圏

お登りになったということで、感想を一言だけお願いいたします。

。議長(福原動君) 圧司市長。

。市長(正司 厚君) 都市公園としましでかなりよく整備充実しているな

という感じを持ちます。特に、あの庭園、それから植物園一万葉植物園を

含めまして、それから季節的な、花壇的な植栽、さらに頂上に上がったとき

の風景及び博物館の本館、分館、あの機能的なものなどすばらしい、こうい

う感じ持ちます。

。議長(福原動君) 鈴木順子君。

。7番(鈴木順子君) ありがとうございました。

それでは、質問させていただきます。ちょっと漏れがありましたのでお聞

きします。ごみの問題ですが、牛乳パックの処理現在どうされているのかと

いう御質問に対して御回答をお願いいたします。

@議長(福原動君) 民生部長。

@民生部長(佐藤澄雄君) 現在は燃えるごみということで処理しておりま

す。

@議長(福原動君) 鈴木順子君。

。7番(鈴木順子君) ありがとうございました。

それから、これは川名岡の下水設備についてでございます。お伺いをいた

したいと思いますが、市道以外の排水は市としてタッチできないということ

なのでしょうか、お伺いいたします。

@議長(福原動君) 建設部長。

@建設部長(伊東 衛君) 市道以外と言われでもいろいろの道がございま

す。ということは、いわゆる赤道であるとか、あるいは私道とかいろいろあ
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りますけれども、鈴木議員さんのおっしゃるのはたしか赤道のことだと思い

ますけれども、赤道についての管理は、 これは市でございます。ただ、現在

のところ館山市とすれば市道優先でございますので、赤道についてのものに

ついては地元と協議をしながら、その舗装であるとか、それから側溝だとか

ということについては地元にお願いしているところでございます。

以上でございます。

@議長(福原 動君) 鈴木順子君。

。7番(鈴木順子君) 先ほどの御答弁によりまして、まず第 1点目のごみ

の減量化の問題ですが、牛乳パックの回収をお願いしたいということなんで

すが、先ほどの脇田議員の御質問の中にもございましたが、古紙回収による

可燃ごみの誠量ということで、約1.8%の減量があったということをお聞き

しましたが、現段階では考えていない、検討していきたいということではご

ざいます。館山では古紙回収ということを始めて、最近回収量なども大変軌

道に乗ってきたということをお聞きしていますが、カレンダーとかを使った

市民の意識高場、こういうことにも努めておられるわけです。そういうこと

を考えましでも、かなり前向きにやっておられるというような感想を持って

います。 これからも前向きに滅量化、再資源化に向けてぜひ頑張っていって

ほしいと患いますが、先ほど話しました松戸市、ほかの場所にもあると聞い

ていますが、一応市役所玄関前にかごを置いて牛乳パックの回収、人の出入

りが多いからということでございますが、やはり軌道に乗るまでには大変こ

こも時間がかかったと聞いております。 しかし、 こういった問題は時間をか

けても続けていくということが大変大事なことになると思います。ぜひ今後

進めていってほしいと思いますので、御要望をさせていただきたいと思いま

す。

2点目でございますが、城山公園の利用状況ということです。市長さんに

おかれましては 5月の10日に登られたということで、大変景色のいいことだ

ったろうと思いますが、城山公園は私もよく行きます。利用されている方は

子供さんやお年寄りの方が非常に多いわけです。子供たちゃお年寄りの方の

声にぜひ応えていってもらいたいと要望いたしたいと思います。
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第 3点目でございます。この問題一川名岡地区の下水設備についてでご

ざいますが、確かに市道以外の道でございます。しかし、赤道一先ほどの

御答弁にもございましたように市が管理しているわけですから、やはりかか

わっていってもらいたい問題だと思うんです。三度三度の食事の支度にも気

を使いながら生活している人たちにとっては大変重要な問題なんです。市と

してどこまでお手伝いができるのかということになるかと思うんですが、ぜ

ひこれから先指導をしていってもらって、早急な下水設備をお願いしたいと

思います。

第4点目でございます。在宅福祉の現状と今後についてということでござ

いましたが、現在先ほどの御回答をお聞きしただけでは、これはとても私自

身も納得のできない内容だと思います。お年寄りの人たち、例えばおしゅう

とめさんとか父、母と同居している多くの働く婦人たちは、ただひたすらい

つまでも年老いた父や母が元気でいられるようにと願っているんです。年老

いた父や母が倒れたら、面倒を見るのは働く婦人にかかってきていることで

すから、これは現実です。こういった人たちが安心して暮らしていけるよう

な援助対策を早急にやっていってほしいと思います。大まかなことは大体お

聞きしましたが、在宅介護については私も経験をしているところです。

そこで、 lつだけお聞きしたいのは、家族が面倒を見られなくなったとき、

例えばけがや病気で入院をしたり冠婚葬祭など、そういったときに現在市で

は何が援助できているのか、一言お伺いをいたしたいと思います。

@議長(福原勤君) 民生部長。

@民生部長(佐藤澄雄君) ショートステイ制度という制度がございます。

この制度を現在御利用をいただいているわけでございます。具体的には、家

族の都合で在宅の方々がお年寄り等面倒を見れなくなった場合 1週間、また

痴呆性老人については30日ということで特別養護老人ホームに入所できると

いう制度でございます。

以上です。

。議長(福原動君) 鈴木順子君。

@7番(鈴木順子君) 済みません。もう一つお尋ねしたいんですが、この
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重三

制度はすぐ利用できるわけですか。例えば、今けがをして入院をしてしまっ

た。すぐお願いできるわけでしょうか、御回答いただきたいと思います。

@議長(福原動君) 民生部長。

@民生部長(佐藤澄雄君) これについては特老の状況がございます。そう

いうことで、すぐという一一空きぐあいによりますけれども、直ちにという

ようなケースにはならない場合が多いんじゃないかといういうふうに判断し

ています。それと、緊急といいますか、伝染性の疾患があるとこれは困りま

すんで、そういうような場合は直ちに入所できないということであります。

@議長(福原 動君) 鈴木順子君。

@7番(鈴木順子君) 今の御答弁で直ちにというようなことにはならない

というようなことですが、けがとか冠婚葬祭、例えば人が亡くなったとかい

うことは突然起こるわけで、前もってお知らせするようなことではありませ

んので、大体のことはお聞きしましたが、私の感想といたしましては、制度

あっても魂入れずかなというような感想を持ちます。そういうことを今後も

言われ続けないように、私はこの問題につきましては今後も継続して御質問

を申し上げていくことになるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

終わります。ありがとうございました。

。議長(福原 動君) 以上で 7番議員鈴木順子君の質問を終わります。

午前の会議はこれにて休憩とし、午後 1時再開といたします。

午前 11時 37分休憩

午後 1時o2分再開

@議長(福原 動君) 午後の出席議員数日名、休憩前に引き続き会議を聞

きます。

次に、 26番議員辻田 実君。御登壇願います。

(26番議員辻田 実君登壇)

@26番(辻田 実君) 通告いたしました 4点について御質問を申し上げ

ます。昨日から大変論議が続いておりまして、お疲れかと思いますけれども、

最後になってまいりましたので、ひとつよろしくお願いいたします。
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まず最初に、福祉活動の拠点となる福祉センターの設置について御質問を

申し上げます。館山市の高齢化は急速に進みまして、現在では65歳以上の人

口が19%を超える状況になってきております。こうした中で、全国的な視点

から見ましでも、福祉の位置づけは市政の中で重要な課題になってきており

ます。したがいまして、昭和49年 6月19日には福祉都市宣言を決議をいたし

ております。ちょうどあすが17年目になるわけでございます。市長も就任以

来、文化福祉都市を市政の基本にしておられますことは同慶の至りです。

そこで、福祉は政策や方針だけではなく、具体的な実践と行動が伴わなく

ては何の意味もございません。市長は本年度の施政方針の中で、市民の多様

化した福祉需要に応ずるためには福祉サービスの一層の質的、量的拡充を図

る必要があり、社会福祉協議会と連絡を図り、ボランティア活動の充実等、

地域ぐるみの福祉活動をより一層推進してまいりますと述べられております。

私も全く同じ考えでございます。この施政方針に述べられている福祉政策の

実現に私も全面的に協力をいたしてまいりたいと思うところでございます。

そこで、県の 5カ年計画による「さわやかハートちば」の中に地域福祉活

動の拠点として地域福祉センター15カ所を新たに新設することが盛られてお

ります。館山市も遅ればせながら他の市町村並みに総合福祉会館を建てるこ

とが必要だと思いますけれども、市長のお考えを聞かせていただきたいと思

います。

次に、市長は昨年の選挙で社会福祉協議会の公開質問状に答えて、文書で

総合福祉会館の建設を公約されております。非常に歓迎すべき公約で、敬意

を表します。しかし、公約は立派であっても実現されなくては、逆に不信と

信頼を失い、市政に悪い影響を及ぼすことになります。本年3月議会に提案

された館山市 5カ年計画にはこの福祉会館の建設がないのはどうしたことな

のか、この点について御説明をいただきたいと思います。

2番目に、文化会館並びに美術館の建設について伺います。県立文化会館

の建設については昨日 3名の議員から質問され、いずれも活力ある文化都市

を目指し、積極的に努力し、誘致に取り組む決意が述べられ、私もこれを了

解いたします。

4
4
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そこで、具体的な問題として、受け入れ態勢ができているのかお伺いをい

たします。まず、文化会館を建設する場所はどうなっているのでしょうか。

平成3年から 7年の計画であるので、本年一来年度予算には設計費等を決

定しなくてはなりません。 したがって、現時点で場所が内定していなければ

話にならないと思うわけでございますけれども、 この点についてお伺いをい

たします。これまで文化会館の誘致活動をなされてきたとのことでございま

す。どこの場所にどのようなものを建てようとして県と話し合いをされたの

か、その感触についてお伺いします。そして、今後はどのような対応をなさ

れていくつもりなのか、この点についてあわせてお伺いをいたします。

3番目に、市民の有志を中心に「館山に県立文化ホールを!南房総住民の

会」が結成されようとして、準備会の発足を見ました。市はこの住民運動と

どのように協力をし、支援をしていかれるのか、 そのお考えを聞かせていた

だきたいと存じます。

4番目に、美術館の建設についてお伺いします。文化都市館山に美術館は

必要だと思います。最近館山の美しい自然を求めて一流の芸術家が館山市に

居住するようになっております。その多くの人たちとお話をするたびに、館

山市の文化施設の貧しさに驚かされております。

布良の海と青木画伯は有名でございます。テレビの特集でも放送されてい

るところでございます。 しかし、青木繁の作品を見た市民は少ないと思いま

す。そこで、青木繁の作品を借りて展示しようとしても、美術館がなくては

できないと思うのでございます。また、 NHKテレビの水墨画教室の講師に

なった岩崎巴人画伯の作品も館山市には非常に多く寄贈されております。博

物館で展示をしておりますが、美術館で展示をしなければその意味は半減さ

れるわけでございます。美術館の展示をしていただきたいというふうに顧う

ところでございます。

文化都市館山のシンボルとして、また観光リゾートの目玉に美術館を建設

することが今館山市にとっては非常に大切だと思うのでございます。どこの

市に行っても、外国に行っても、美術館はその地域の観光として、また文化

のシンボルとしてあるわけでございますので、そうした面からも市長はどの
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ように考えられるのか御質問をするところでございます。

大きな 3番目、沼地域の砂じんと騒音公害に対する救済について伺います。

館山の沼地域は私の小学生のころは西ノ浜相崎海岸と言われ、美しい白砂の

海でございました。戦時中に埋め立てられ、護岸ができました。そして、住

宅地として静かなところであったわけでございます。しかし、最近はさらに

埋め立てられ、土砂の積みおろし場となっており、砂と騒音の公害が目に余

るものとなっております。現状では市民の生活が脅かされて、見逃すことが

できないと思うのでございます。

そこで、最初に砂公害についてお伺いします。積み荷の砂、砂利、土砂か

ら生じる砂公害と、その運搬によるまき散らしはひどいものがあるようでご

ざいます。この実態を正確な調査により明らかにする責任は自治体にあると

思うわけでございますけれども、この対策と救済についてはどのように考え

られておられるのか御質問をいたします。

小さな 2番目、護岸の補強工事による振動公害についてお尋ねをいたしま

す。くい打ちによる振動は洗面所、便所、ふろ場等にひび割れを起こしてお

ります。したがって、関係者は町内会に回覧を回し、被害屈を求めておりま

す。その結果、 5月末には十数件の被害届が出されたそうでございます。こ

れに対して補償するようでございますが、しかし回覧板だけでは申し出をし

ない人が非常に多く、不満が山積していることも事実でございます。それだ

けでありません。この工事はこれから毎年続けられるとのことでございます。

住民に被害の出るような工事は即時に停止させ、改善させる必要があると思

いますが、この点についてお伺いをいたします。

小さな 3番目、被害に対する救済として、税金を減免をするというような

ことはできないと思うのでございますが、例えば町内会費相当額の補償をす

るとか、地域の生活基盤一道路、下水道、街灯等を特例的に整備をすると

いうようなことはできないものでしょうか、この点についてお伺いをいたし

ます。

4番目に、残土並びに廃棄物の市内持ち込みについて、これを規制するこ

とについてお伺いをいたしたいと思うのでございます。自分たちのまちの麗
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棄物は自分たちのまちで、工場の廃棄物は工場の責任で処理をすることは当

然でございます。館山市の財産は美しい自然です。この自然を守り、子孫に

伝えていかなくてはならないと思うのでございます。また、リゾート地とし

て、観光地として、安房郡市外からの廃棄物の持ち込みは規制をしなくては

ならないと思うわけでございますけれども、この点についてはどのように考

えられておるかお伺いをいたします。

また、現在対岸の神奈川県から船で大量の残土が運ばれてきているわけで

ございますけれども、残土は産業廃棄物の対象から除外されてはおりますけ

れども、残土は残土であります。全く公害のないものだとは言い切れないわ

けでございまして、この点に対するところの監視、調査、そういうものはど

のようになっておられるのか。地域の住民も非常に心配しているわけでござ

いますので、この点についてお伺いをします。

次に、産業廃棄物の最終処分場の確保は一般廃棄物と同様に自治体で責任

を持つことが大切であると思うのでございます。館山市には産業廃棄物の処

分場がないため、不法投棄の原因になっていることは明らかでございます。

自分で出した廃棄物は自分で処理をする。自分のまちから出た廃棄物は自分

たちのまちで処理をする。このことができなければ他地域の廃棄物を規制す

ることはできません。この点について市長の所信をお伺いいたします。

以上、質問を申し上げますので、よろしく御答弁をお願い申し上げます。

@議長(福原勤君) 正司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの辻田議員の御質問にお答えいたします。

第1の福祉活動の拠点となる福祉センターの建設にまつわる問題でござい

ます。その小さな第 1点目、多様化する福祉ニーズに対応するための問題及

び第2点目、社会福祉協議会への福祉会館の建設の問題、この 1点目、 2点

目を一括してお答えいたします。

地域ぐるみ福祉を推進していく上で、社会福祉協議会を推進母体として、

住民参加により行政機関、社会福祉施設、ボランティア活動等のネットワー

ク化を図り、地域の福祉需要にきめ細かく対応できる総合的な福祉施策の推
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進が重要と考えております。そして、そのための拠点整備は重要な課題と認

識しております。貴重な御意見もちょうだいいたしました。当面地域住民や

ボランティア等各種団体の活動の拠点として市民センターを活用しながら整

備充実してまいりたいと考えております。

次に、大きな第2の文化会館及び美術館の問題でございます。小さな第 1

点目、県立地域文化ホールの建設見通しについての御質問でございますが、

これにつきましてはさきに流山議員、他の議員の方々にお答えしたとおりで

ございます。地域としてはコミュニティセンターの北側地域を考えておりま

す。

次に、小さな第2点目、誘致運動の経過と今後の取り組みについてでござ

いますが、昭和62年に県の半島振興計画に位置づけられ、今年度にさわやか

ハートちば5か年計画に位置づけられました。この間、千葉県市長会、自民

党移動政調会等機会あるごとに要望し、県当局にも幾度となく陳情等をして

まいりました。今後も館山市への誘致が実現しますよう、議員各位、市民の

皆様方の御協力を得て誘致活動を活発に展開してまいりたいと考えておりま

す。

次に、小さな第 3点目、市民の方々による誘致活動への協力、支援の御質

問でございますが、市民の方々の盛り上がる自発的な活動は尊重すべきもの

と考えております。

大きな第2の小さな第4点目、美術館の建設についての御質問でございま

すが、教育長から答弁させます。

大きな第 3の沼地域の砂じんと騒音公害に対する問題でございますが、小

さな第 1点目、砂じん公害の調査についての御質問でございますが、今後沼

地域の砂じん公害の実態と先進自治体の調査例等を参考にいたしまして検討

してまいりたいと考えております。

次に、小さな第2点目、護岸補強のためのくい打ちによる振動についての

御質問でございますが、現在被害状況等について館山土木事務所において調

査中と伺っておりますので、その結果について報告を聞き、今後被害が出な

いよう関係者と協議していただくよう館山土木事務所に要望してまいります。
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次に、小さな第3点目でございますが、先般館山地区連合会長を初めとす

る地区6区長等と館山港臨港事業協同組合理事長ほか関係者と初回の合同会

議が開催され、今後も定期的に会議を持ち、お互いに意見交換をしていくこ

とで合意したと承っております。

大きな第4の小さな第 1点目、残土の市外からの持ち込み規制についての

御質問でございますが、残土と言われておりますのは土砂等の通称でござい

ますが、この土砂等の市外からの持ち込みにつきましては法的に規制するこ

とはできないものと考えております。

次に、小さな第2点目の御質問でございますが、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律に規定しておりますように、基本的には産業廃棄物はその排出者

たる事業者が自ら処理しなければならないものでございますので、現段階で

産業廃棄物の処理に当たっては事業者が中心的役割を果たすものであると考

えております。

以上で終わらせていただきます。

@議長(福原動君) 教育長。

(教育長福原 修君登壇)

。教育長(福原 修君) お答えをいたします。

文化都市館山にふさわしい美術館をつくったらどうか、こういうような御

質問でございますけれども、将来的には確かに検討すべき問題である、この

ように考えておりますけれども、現在のところ建設をするという考えはとっ

ておりません。

以上でございます。

。議長(福原勤君) 辻田実君。

@2  6番(辻田 実君) 何か非常に総論としては立派な答弁であり、何か

非常にいいようでございますけれども、各論の面で非常に物足りない面があ

りますので、その点について幾っか再質問をいたしたいと思います。

まず最初に、福祉センターの建設についてでございますけれども、市町村

に福祉センターができておるのが平成2年度末で県の 5カ年計画によります

と34カ所あるそうでございます。館山はこの中に入っていないようでござい
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ますけれども、この点について、福祉都市宣言をした館山市でどうかという

ことについてどのように考えておられるのか、まず御質問いたします。

。議長(福原動君) 民生部長。

。民生部長(佐藤澄雄君) 地域福祉センターの建設ということでございま

すが、これは県が5カ年計画の中でも新設15カ所ということでなっておりま

す。ただ、これは非常に現在も補助はされているわけでございますけれども、

館山市がこの中に入っていないということでございますけれども、今後県と

も相談しながら建設についてお願いをしていきたいというふうに考えており

ます。

。議長(福原動君) 辻田実君。

。 26番(辻田 実君) お願いしていくのは結構なんですけれども、 2番

目にボランティア活動の拠点として市町村に福祉センターを設置するように

促進するという通達が厚生省並びに県から出されておるということを聞いて

おります。そして、この全国市議会議長会の新聞の中にも厚生省はこの問題

を取り上げて各自治体にということでもって、市議会の議員の新聞にも全国

の中でも福祉総合センターをつくるよう云々というようなことも出ているわ

けでございまして、この点国や県の指導を受けて館山が34番目以降、またこ

れから15つくる中に入っていないというようなことについてはどのような気

持ちなのか、どういう考えなのか。これは園、県の方針が受け入れられない

という、館山はそういう状況なのか、それがどこにあるのかひとつ御質問を

いたします。

。議長(福原勤君) 民生部長。

。民生部長(佐藤澄雄君) 御承知のように、館山市は本年度から新しい 5

カ年計画をつくったわけでございます。そういう中で、とりあえずといいま

すか、そういうボランティア活動についての施設、ハードの面については市

民センターの整備充実を図っていくんだというような基本的な考え方を持っ

ているわけでございます。そういうことでこの県の補助等も今後お願いして

いきたいということでございます。

。議長(福原動君) 辻田実君。

- 117 



F 

。26番(辻田 実君) 施政方針の中でも、先ほど申した多様化する福祉

活動については市民センターの中に福祉協議会を設置して対処していきたい、

こういうことを言っているわけでございますけれども、市民センターに事務

局を置いているというだけでもってその成果は私は十分発揮できないんじゃ

ないかというふうに思います。したがって、今回議運の方にも総合福祉会館

をつくってもらいたいという陳情が福祉協議会初めボランティア団体の幾つ

かの連名で出てきているわけでございます。この点はどういうことなのか。

そして、市民センターは市民センターなりの機能と役割があるわけでござ

いますから、その総合福祉会館の機能と役割は必ずしも一致しないんじゃな

いかというふうに思います。いろいろな一先ほど脇田議員も質問しておら

れましたけれども、ホームへルパーだとかショートステイだとかデイ・サー

ビス等、またこうしたものを担う民間の奉仕団体、こういうような人たちの

やっぱり拠点として総合的にやっていくんだということでございますから、

となってくるとやっぱり機能が全然違うし、これでは本当に現場でやってい

る福祉関係団体にしてみれば、もう本当に頼りないというか、他の町村はや

っている。国や県はこうしてやっていこうということでもって予算も組んで

やっているのに、館山は市民センターで何とかやっていますーーこれでは納

得いかないんじゃないか。

ましてやもう 17年前に県下でも早々と福祉都市宣言した館山市でございま

すから、私もちょっと調べましたけれども、市の中で福祉都市宣言している

のは千葉県下でも半分ありません。少ない方でございます。そういう中でこ

の状況じゃ私は納得できないと思うんですけれども、この点については一

施政方針の中にはこうした対応については市民センターの中の強化をして云

々と書いてありますけれども、ちょっと筋が違うんじゃないかと思いますけ

れども、どのように考えられるのか。はっきりと市民センターで今やってい

てこうしたものに対応できるのか。福祉会館をつくれば、私はもっとよりよ

い質、量ともに大きな成果が上がると思うんですけれども、この点について

はどう考えておるのか。

@議長(福原動君) 民生部長。

- 118 



。民生部長(佐藤澄雄君) ボランティア活動等の施設として福祉会館が独

立したものでありたいという声確かに聞いております。したがいまして、市

長の答弁にもありましたけれども、こういうような拠点整備、大変重要な課

題だというふうに認識している。だから、これからも整備充実を図っていき

たいということでございます。

。議長(福原動君) 辻田実君。

。 26番(辻田 実君) これ以上あれしてもいけませんけれども、きのう

厚生省の発表によりますと、日本全国の65歳以上の男性と60歳以上の女性の

人口が10%を上回った。大変なことだということを言われておりますし、 10

年先には大体14%ぐらいになるだろう。これはもう国としても大変な事態に

なるということが言われているわけでございますけれども、先ほど申したよ

うに館山市はもう既に19%、さらにこれは数字がふえていくだろうというこ

とが言われているわけでございます。

こうした中でもって、福祉はもう最優先課題、待ったなしの問題だと思う

んです。今言っているように、総論でもって総合的な福祉の充実に鋭意努力

します、これだけじゃ私は済まされないと思います。何をさておいてもやっ

ぱり福祉会館を建てて具体的にやる。具体性のない福祉なんていうのは、こ

んなものはもう全く役に立たない、もうどうにもならない無用の長物でござ

いますから、福祉はもう行動です。ぜひこれはやっていただきたい。そうで

ないと市民の信頼失いますよ、福祉都市宣言していて。県下では34の市町村

にできている。市は大半はできている。館山はできていない。この 5カ年計

画に盛られていないということは大変な事態ですから、それは私も協力して

いきますので、ひとつこれは、何をさておいても福祉会館の問題については

ひとつその言葉どおりに対処していただきたい、この点を要望して、次の文

化会館の件について御質関申し上げます。

文化会館につきましては、鋭意努力をして誘致活動に努めておるというこ

とでございますけれども、県との交渉その他の中でもって具体的にコミュニ

ティセンターの北側につくるということでございますけれども、土地の面積

C大きさだとかどういう規模のものをつくるという、そういったもう建設の
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事務交渉なり、そういうものに入っておられるのか、入ったことがあるのか

ないのか、この点についてまず御質問いたします。

@議長(福原 動君) 市長公室長。

@市長公室長(佐藤輝雄君) お答えいたします。

先ほど御説明いたしましたように、県は南地域に県立地域文化ホールを設

置するということになっておりますけれども、現在のところ設置場所、設置

内容については一切示されておりません。また、県当局におきましでも今後

十分検討して設置場所を決めるという段階でございますので、そのような話

は現在のところ出ておりません。

以上でございます。

。議長(福原勤君) 辻田実君。

。 26番(辻田 実君) 市長はこの場所をコミュニティセンターの北側に

つくるということを言われておりますけれども、この点について少し詰めて

質問します。

私はここへつくることはちょっとなかなか難しいんじゃないかというふう

に患っておりますので、こんなことでもって取り組んだ日には大変なことに

なるんじゃないかというふうに思います。それは、 5月の29日にオープンし

た東総文化会館は、総工費が46億円で、全部県が持ちました。千葉の県民文

化会館に次いで 2番目だそうでございます。ここの規模は、 900名と 300名

の大小のホールを中心にして、音楽、演劇等、各種の大会等が催される近代

的な施設だそうでございます。その建坪面積が 9，990平米、約 1万平米だそ

うでございます。それから、会館前に文化会館の広場として 2万平米がある

そうでございます。これは市の方でもって管理しているそうでございます。

そのうち 9，000平米が駐車場になっておりまして、 300台から 350台の駐車

場になっているそうでございます。そのほかに日台分の駐車場を近くに確保

して借りであるそうでございます。この総合計の面積を合わせますと、約 3

万 5，000平米になるわけでございます、単純的に足していきまして。しかし、

県はこれじゃ足りないから、とにかく 4，500平米を拡張しなさいということ

でもって、新しい4.500坪の今土地買収に入っているそうでございます。こ
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れが最低の線だそうでございます。そうすると、合わせて 4万平米でも小さ

いと言われているんです。東総文化会館と同じものをつくるとすれば、 4万

平米を必要とするんです。

あそこのコミュニティ広場の面積についてはどのぐらいあるかということ

は御承知だと思いますけれども、 5万 5.000平米でございます。そのうち既

にコミュニティセンターが建っております。差し引かなきゃなりません。そ

して、あそこには今度パイパスの計画があります。ど真ん中にあのバイパス

を抜かなきゃいけないんです。今市長が言ったように、コミュニティセンタ

ーの北側というのは今ある道路の北側 2万 8.000平米しかないんです。そこ

にコミュニティセンターもあるんです。とてもじゃないけれども、敷地的に

は無理でございます。

さらには、館山市が市庁舎の建設基金をつくって、市庁舎の建設用地とし

てコミュニティセンターのあの南側を予定しておるわけでございまして、聞

くところによると、周辺の住民といろんなことについて話し合い持った。こ

こへ建てることについてどうかという話し合いにも入っておるというような

ことでございます。市役所をつくるにしたって約 1万平米ぐらい必要としま

す。とてもじゃないけれども、東総一旭にできた文化会館が建ったという

ような敷地はあそこにはございません。

市がつくるんだったら何とかー県で言うのは最低4万坪ということでご

ざいますから、あそこをやるんだやるんだということ私も耳に入っています。

本当に市長もそう思っているとなるとこれは大変だなと思います。今の答弁

の中でもあそこへつくる予定だということで、あそこへつくる予定だという

ことでもって市民運動を展開していっても、県がつくる場合にはとてもじゃ

ないけれどもうんと言わないんじゃないか。この点についてはどう考えてお

るのか。私はこれは大変な問題だと思います。このことを解決できなければ

館山市には文化会館建たないわけでございますから、この点どのように考え

ておられるのかお聞きしたいと思います。

。議長(福原 動君) 市長公室長。

。市長公室長(佐藤輝雄君) ただいまの御指摘の点でございますけれども、
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現時点では設置内容が具体的に示されておりませんので、判断することはで

きませんので、具体的な内容が提示された時点で慎重に対処していきたいと

思っております。

。議長(福原動君) 辻田実君。

。 26番(辻田 実君) そんなことじゃ文化会館はできません。一昨日日

年の冬季オリンピックが長野に決まったんですけれども、あれ決めるについ

ては長野県と長野市は19億円の予第を使って誘致活動をしたそうでございま

す。そして、パーミンガムの 10 C総会には1.000人の県民を動員して誘致

合戦して、世界的にちょっとひんしゅくも買ったようでございますけれども、

そして1.200億の施設をつくるということを条件にして誘致に乗り切った。

フランスだとかアメリカでは日本は金に任せて強引にやったということを新

聞報道で言われておりますけれども、この50億相当の県民会館をつくるには

一一オリンピックというのはこれフェアプレイの精神のあれですけれども、

そこの誘致でもそれだけやるのに、県が示されたらやりましようなんて人ご

とのように言ったら来ません、ほかにも持ってきたいところあるわけですか

り。

この点については、やはり市は住民運動のときに全面的に力を入れていか

なければ大変だと思うし、また議会の中でも特別委員会等もつくって、議会

も住民の先頭に立ってやっていこうという、そういう声が非常に多くの人か

ら出されておりまして、いずれはこの議会中にまとまるんじゃないかと思い

ますけれども、ちょっと今のようなことじゃぐあい悪いんじゃないか。それ

で、やはり来る場所がなきゃできないわけでございますから一一 5カ年計画

です。平成 7年までにつくるんですから、旭は 4年かかっているんですよ、

設計から建築までの聞に。もう来年の予算に入らなければこれできませんで

すよ。

ここでもって私は 2つのことが考えられると思うんですけれども、 1つは

市長は、市長言うとおりにコミュニティセンターの北側につくるということ

だったら、あそこの地域に市役所をつくるとか、そういうものはしません、

そして、もう文化ホールだけでもって一本でいくんだということを明らかに
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して県と交渉をするというようなことをするか、さもなければ、昨日の日下

議員の質問の中にもありましたように、富士ディーゼルの跡地、これは館山

市も県で買収して有効的に使ってもらいたいという陳情もしているわけでご

ざいます。あそこ約10万平米あるそうでございます。あそこをひとつ県に買

ってもらって文化会館建てるというのなら 2つも建つわけです、 10万平米で

すから。 5万平米あればたっぷりなんですけれども、そのくらいのことを私

はーもうオリンピックの誘致じゃありませんけれども、市民ぐるみでもっ

て気遣いになったような形でもって持ってこなければ私は無理じゃないかと

いうような感じがするんですけれども、私はその程度しか頭ありませんけれ

ども、そのほかに何か決め手になるようなものがあるのかないのか、その点

について私は市長の所信を聞きたい。これはもう中途半端に終わらせたら、

これ市長の責任問題になりますよ、文化会館が誘致できないなんていうよう

なことになりますと。真剣に考えてもらいたいと思いますので、その点はど

のようにお考えになっておるのか、ひとつお伺いいたします。

。議長(福原勤君) 圧司市長。

。市長(庄司 厚君) 辻回議員からの積極的な御意見、非常にうれしく拝

聴しました。その御意見を参考にしながらこれから頑張っていきたいと思い

ます。

@議長(福原動君) 辻田実君。

@26番(辻田 実君) きのうからの質問でありましたけれども、どのよ

うに参考されるかというようなことで、これじゃとてもじゃないけれども、

そういう答弁じゃ一一般的な問題ならいいんですけれども、もう時間に迫

られておりますから、これは市長さんも何とかー私も一議員で大した力あ

りませんけれども、これを持ってこなければだれがどうこうって、市長の問

題じゃなくて、館山市として日億のあのホールができるかできないか、もう

これから50年、 100年大変な問題だと思うんです。

それで、これ全部県費なんですから、こんなチャンスというのはそうざら

にあるわけじゃありませんので、その点についてはひとつ真剣に取り組んで、

また土地についても、私はコミュニティセンターについては、さっきも言っ
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たように市長が決断しなけりゃ文化ホールそこへつくれませんよ、全部やり

ますよというくらいやらないと算術的に合いませんから、東総の問題につい

て、公室長はまだそういう数字が出ておりませんから、またそれから検討し

ますって、それから検討じゃもうどうにもならないんですよ、これは。

ひとつ一一まだ不十分でございますけれども、これ以上やってもちょっと

あれですから、議会としてもできるだけの対応、特別委員会等もつくるそう

でございますから、その中でもって実のあるものにしたいと思いますので、

ひとつ今の答弁でもって一そういう問題を踏まえてひとつよろしくお願い

をいたしたいと思います。

それじゃ時間もございませんので、 3番目の問題に入りたいと思います。

まず第 1に、これから他市町村の実態を見て砂公害のあれをしていくという

ことでございますけれども、私はやはり実態的に言って、どこのどの辺まで

いつどのような砂が飛んできているかというようなことを科学的に市として

調査しなけりゃいけないと思うんです。県が責任ありますけれども、被害を

受けるのは市民ですから、あれは簡単なもの一君津の砂公害の測定器なん

ていうのあるわけで、私も見てきましたけれども、あれを何カ所かへやって

おいて、どの範囲にどの程度のものがというものをきちんと判断をしなきゃ

いけないと思うんですけれども、そういうようなことはなされるお気持ちが

あるのかないのか、まず第ーに聞きたいと思います。

。議長(福原動君) 民生部長。

@民生部長(佐藤澄雄君) 市長答弁にもありましたけれども、この公害の

実態について、ほかの先進自治体等の調査方法、そういうようなことを参考

にしまして検討していきたいということでございます。

@議長〈福原動君) 辻田実君。

。26番(辻田 実君) それ以上言いませんけれども、ひとつ参考にして、

ひとつ他の自治体のものをやって実施に移していただきたいと思います。こ

れは地元の人は大変なものでございます。私もそこの地域に少し入っていま

すけれども、やはり風の向きによってはほこりはもう大変でございますので、

私より近い地域についてはひどいものだろうということは言われております

- 124 -



ので、お願いしたい。

それから 2番目には、残土が神奈川の方から大分運ばれてきているわけで

ございますけれども、先ほど残土の規制条例がー廃棄物の条例に、法律規

制には当てはまらない。舘山市には残土条例というのがあるわけでございま

すけれども、その中では残土の中に含まれておるところ一公害物質その他

については調査なり検査というんですか、こういうものが含まれておらない

わけでございますけれども、地域の住民から言うと、神奈川で要らなくなっ

た砂でもって、公害にならないようなものだったら神奈川県の中で埋め立て

その他をやるんだろうけれども、あれをわざわざ船でもって高い金でもって

館山へ持ってきて捨てるということについては、何か悪い土じゃないか、こ

ういうことも言われているわけでございますけれども、それまでしてこっち

へ持ってくるわけでございますから、そういう疑念も出てくるわけでござい

ますけれども、そういったあの残土の中の公害物質なり、そういうものにつ

いての検査、それから調査、そういうものはどのようになされておるのか。

県は当然やっていると思いますけれども、市としてまたそれをどのように把

握し、対応するのか、その点についてお伺いします。

@議長(福原動君) 民生部長。

。民生部長(佐藤澄雄君) 館山市における土砂等の土地の埋め立て、盛り

土及び堆積行為の条例でございますけれども、こむ中で許可の条件がござい

ます。 3つあるわけでございますけれども、事業区域及び周辺地域に出水等

による被害を生じさせないような措置が講ぜられていること、事業に伴う隣

接地、境界等の段差、土と‘め等について必要な措置が講ぜられていること、

その他安全対策について必要な措置が講じられていること等の条件がござい

ます。この条件に合致した場合に許可をいたしておるという状況でございま

すo

。議長(福原動君) 辻田実君。

。26番(辻田 実君) その点についてはひとつもう少し掘り下げた内容

にしていづていただきたい。これからも委員会その他の中でもって十分要望

をしてまいりたいと思いますので、終わります。
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それで、もう一つはくい打ちによる被害、これは私はひどいと思います。

そこでもってあそこの港湾工事に対するところの振動規制法の適用を指定し

ておるのかどうなのか。県の事業ですから、県が自分だからやらないという

ことじゃちょっとこれは横暴でございますけれども、この点については指定

されておるのか指定されておらないのか、この点についてお伺いします。

@議長(福原動君) 民生部長。

@民生部長(佐藤澄雄君) 御指摘の騒音規制法、振動規制法、これに該当

する地域であるかどうかということでございますけれども、館山市は入って

おります。これは県知事が規定するものでございまして、市町村長の同意を

得てということ、意見を聞いてということですが、用途地域全部が入ってお

りますので、該当になります。

@議長(福原動君) 辻田実君。

@26番(辻田 実君) そういった指定地域に入っているとなると、指定

地域でございますと、その被害がある場合、例えば騒音については夜間は35

ホン、昼間は60ホンというのが公害基本法の中に出ているわけでございます。

また、振動規制法の中におきましでも同様なものがあるわけでございますけ

れども、この場合に法律の中では、被害が出た場合については計画変更の勧

告並びに改善勧告、改善命令を出すことができるというふうに規定されてお

ります。厚生白書によりますと、この防止法によって行政指導を受けた件数

が平成元年でもって 327件あるそうでございます。したがいまして、さらに

その地域内の特定工場は11万 671件勧告を出されたそうでございます。

それで、先ほども申したように、この 5月22日に囲覧板回して、 1カ月た

たないうちにその被害というんですか、ふろ場の水漏れがするとか洗面所が

云々という被害がそのとき区長さんのところへ行ったら16件と言っていまし

た。これから大分辻田さん出てきますよということでもって聞いたら、おれ

は出してないけれども、おれのところもひどいよ、こういうようなことを言

っていましたけれども、こういうことが出ていて、これも県の事業でやって

いながら、それでもってまたこれから 7年間やるそうでございますけれども、

毎年毎年便所がぶつ壊れたら直してやるから我慢しろとか、こういうことが
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住宅地域の中で行われているということ、また館山市の中でそういうことが

平然と行われているということは、ちょっとこれは見逃せない。

これは指定地域に入っているということであれば、その法律に基づいて、

振動規制法によりまして計画変更、また改善勧告ができるということですか

ら、県、国ですから自分でやってもらわなきゃ困るわけでございまして、自

分だからいいというわけじゃないと思うんですけれども、この措置はとれな

いでしょうか。今ちょっと予算の変わり際なもんですから工事やってないそ

うでございますけれども、またこれから始まるそうでございますから、始ま

る前に対処しなければもう大変な問題だと思うんで、この点についてどのよ

うに考えておるのか。

。議長(福原動君) 建設部長。

。建設部長(伊東 衛君) お答えします。

この工事は第8次の 5カ年計画で、平成 7年度まで実施したいということ

でございます。ただし、基本的には整備計画にのっとって改修工事を実施し

たいと言っておりますけれども、今後の方針については工法等を含めて現在

運輸省と協議中であり、平成3年度工事についてはこの協議結果が出るまで

見合わせる方針だということを聞いております。

なお、操業時間については午前 8時から午後 5時までということで、日曜

祭日については休業するということを言っております。

以上でございます。

。議長(福原動君) 以上で26番議員辻田 実君の質問を終わります。

次、 11番議員山崎雅己君。御登壇願います。

(11番議員山崎雅己君登壇)

。 11番(山崎雅己君) 最後でございますので、しばらく御清聴ください。

よろしくお願いします。

私はさきに通告をしてあります農政を中心とした数点について質問いたし

ます。まず、第 1点目は農業の振興対策と米の部分開放についてであります。

第2点目といたしましてはリゾート開発とその後の進捗状況についてであり、

さらに館山市における行事の整合性についての 3点についてお伺いいたしま
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す。

まず、第 1点目の農業振興対策でありますが、館山市は温暖な気候に恵ま

れ、気候条件を有効に活用し、さらに創意工夫と農業者の努力により、適地

適産物として歴史と伝統を誇る神戸地区のレタス、館野、豊房地区において

は観光イチゴとして定着しております。西岬並びに神戸地区では花の出荷と

花摘み園であります。全市的に見ますと、ナパナ、パセリ、春菊、インゲン

などと消費者のニーズに応じて産地化が進み、年々その市場価値を高めてお

ります。

農地の高度利用については、隈られた面積のため連作を余儀なくされ、特

に施設栽培においては連作障害を起こし、それがために産地が変化し、移転

していく現状であります。その実例を挙げますと、銚子地方のキャベツの産

地も連作障害を起こしており、これが対策として、土壌改良のため堆肥を求

めて県南の安房地方までやってくる現状でございます。近くの例といたしま

しては、かつては市内那古地区の亀ケ原を中心としてソラマメが多く栽培さ

れておりましたが、今では数軒を残すのみとなり、現在では白浜町に移って

おります。その第2の産地白浜も連作障害、すなわち忌地による収量低下を

来し、再びそのわだちを踏むものと懸念されております。今後産地の競合と

農地の高度利用はますます進むものと考えられます。この農地の連作障害が

農業振興に及ぼす影響は深刻なものがあります。これらの対策と指導方針を

お伺いする次第であります。

また、農業は今や1.5次産業と言われており、 3次産業に近づきつつある

と思います。統計のルールは 1次、 2次、 3次産業に区分けされております

が、農業、漁業にしても観光にかなりの比重を占めております。現状から将

来首都闇1.000万人人口を抱えておりますので、この対応についてのお考え

がありましたらよろしくお願いします。

次に、米の部分開放でありますが、毎年水田農業確立対策で米の生産調整

が行われ、館山市における調整高は関係各位の努力により良好な成績を上げ

ております。その御苦労に対し敬意をあらわすものであります。

このような現状の中で、牛肉、オレンジと日本の農業に対する風当たりは
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強く、米市場の開放を迫ってきております。米の市場開放は日本農業の基盤

の崩壊だと農業団体は強く抗議を重ねており、農民の死活問題であります。

新聞報道によれば、首相は米部分開放を決断、 6月下旬にも正式決定。最

低枠を受け入れ、または国会決議を見直し働きかけてーと報じております。

従来の食糧安全保障論の立場から、日本にとっては基礎的な食糧である米の

完全自給方針を転換するので、政府としては最小限の輸入自由化にするため

に、輸入枠 5%以内にとどめたいと方針を示しております。

それに加え、日経連の会長は、米の市場開放問題については、新多角的貿

易交渉を成功させるために一部譲歩をしなくてはならないと述べております。

また、経済同友会代表幹事は、米の自由化は世界の自由貿易におけるリーダ

ーシップをとる日本の立場を失わずに決定すべきだと述べております。以上

のようなことで、これからの経済界の動向も米開放に向けて同調しておりま

す。米のみが治外法権的な存在を守ることの困難性を物語っております。

このような自由貿易世界では、日本の農業の行く末は楽観を許さないもの

がありますので、今後に備えて合理化と大農経営への素地づくりと特色のあ

る産地形成と農産物の品質の向上を図り、望ましい営農体制への転換を図る

ため、高所よりの指導と認識を要望いたします。この項は国政レベルの問題

でありますので、回答は求めません。

第2点目、海洋性リゾートタウン整備計画の進捗状況についてであります

が、半島振興法が施行され、房総半島の袋小路である館山市は大動脈計画に

よる道路網が整備され、半島全体はパラ色に染まり、さらにリゾート法の指

定を受け、パラ色から東京湾の夢のかけ橋がかかるという、市民の夢は大き

く膨らんだことと思います。これを踏まえて、民間活力を利用したレインボ

ータウンの大きな計画は館山市民に大きな関心を与えましたが、開発に伴う

土地の取得は困難をきわめ、一部業者が手を引き、事業の断念やむなしとお

伺いしております。その経路と実態について御説明をいただき、その他目下

計画進展中のリゾート開発とその後の進捗状況についてお伺いいたします。

第 3点目、市や各団体の行事の整合性についてでありますが、 6月2日日

曜日、 1991年の館山の海の祭典でございますが、北条海岸を拠点として潮干
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狩り、宝探し、バーベキューなど各種イベントが開催されました。海聞きは

海の安全を祈願し、夏の観光を占う重要な行事であります。海の祭典は海の

安全祈願が主であると思いますが、多くの人出を予想してのイベントであり、

せっかくの夏の館山を PRする機会なので、諸国体に呼びかけ、全市統一し

て実施する意思がありますかどうかをお伺いいたします。

以上3点お尋ねしましたが、御答弁によって再質問させていただきます。

@議長(福原 動君) 庄司市長。

(市長庄司厚君登壇)

@市長(庄司 厚君) ただいまの山崎議員の御質問にお答えいたします。

大きな第 lの農業振興対策問題でございます。農業振興対策についての連

作障害に対する御質問でございます。館山市のレタス、イチゴ、ナパナ等の

野菜及び花井において連作障害が大きな問題となっておりますことは御指摘

のとおりでございます。この問題に対しましては、輪作あるいは保全管理に

よる方法等がありますが、圃場の立地条件等の事情から、問題が多いのが現

状でございます。今後市といたしましては、健全な土に健全な作物が育つこ

とを基本に、有機質土壇改良資材による土づくり事業を推進するなどの対策

を進めていく所存でございます。

次に、農漁業振興対策についての御質問でございますが、まず農業振興に

つきましては、首都圏におけるリゾート地域として都市化の影響を受ける中

で、極めて重要な基幹産業という認識のもとに、温暖な気象条件を生かした

園芸地帯として、観光農業、特産物の産地化、省力栽培及び高生産性施設園

芸の推進等、地域の特性を生かした農業経営の近代化及び合理化を図るため

の施策を進めてまいりたいと存じます。

大きな第2の海洋性リゾートタウン整備計画の進捗状況について御質問で

ございますが、館山レインボータウン計画につきましては、開発事業者より

これ以上進められないとの申し入れがございました。これは開発事業者とし

てさまざまな検討を加えた中で、実現化に向けて困難性があるとのことでご

ざいます。この計画はリゾート法承認プロジェクトでございますので、県と

も協議を重ね、新たな企業の進出も含めた中で検討しているところでござい
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ます。太陽海岸平砂浦計画につきましては、現在県と内協議中でございます。

また、南たてやまマリンパーク計画につきましては、市におきまして事前の

審査を進めているところでございます。

次に、大きな第 3の市や各種団体の行事の整合性の問題でございます。市

ゃ市の関係する各種団体が主催または共催する行事、その他各種団体主催行

事等も加わり、各分野にわたり多数でございます。このため、従来から行事

開催に当たりましては、十分な成果が上がるよう、その都度関係各課や関連

団体と調整を図りながら実施しているところでございます。御質問の趣旨は

理解するところでございますが、各種団体の意向や開催趣旨等もありますの

で、状況に応じて対応してまいりたいと思います。

以上でございます。

@議長(福原動君) 山崎雅己君。

@11番(山崎雅己君) 大体説明はわかりました。二、三質問させていた

だきます。

企業は人なりと言いますが、農業こそ人なりと言えます。そこで、過去 5

年間で専業農家における後継者等、またお嫁さん、お婿さんの実態はどのよ

うになっていますか、ひとつ説明をお顧いいたします。

。議長(福原勤君) 経済部長。

@経済部長(脇田元始君) ただいま専業農家の過去5年聞の状況というこ

とでございますが、昭和61年度専業農家が 682戸でございます。その後減り

まして、平成 2年度ーちょうど 5年後になりますが、この時点では 657戸

でございまして、 25戸、 3. 7ポイント減っております。

それから、農業後継者の結婚関係でございますが、これは市条例に基づき

まして結婚奨励金の支給をしておりますが、最近では昭和61年度に 2組、そ

れから平成 2年度に 3組、以上の状況でございます。

。議長(福原動君〉 山崎雅己君。

。11番(山崎雅己君) このような状態の中で館山の農業の将来が案ぜら

れますが、これらの対策についてお考えがありましたら。

。議長(福原動君) 経済部長。
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@経済部長(脇田元始君) 本市の農業は、温暖な気候に恵まれ、水稲、園

芸、酪農等を中心に多様な作物が生産されております。しかしながら、何と

いっても農業後継者の育成というのが大切なことはもう皆さん御承知のとお

りでございますが、やはり魅力ある農業経営にあるんじゃなかろうかと考え

ております。市といたしましでも、今年度布沼地区でございますか、に鉄骨

ハウスの建設、それから一一これは予定でございますが、流通出荷体制を図

るべく、真空予冷庫の設置を計画しております。いずれにいたしましでも、

魅力ある農業経営というものを、しっかりしたものをっくり上げていく。こ

れによって後継者育成につながるだろうというふうに考えております。

以上でございます。

@議長(福原動君) 山崎雅己君。

@11番(山崎雅己君) わかりました。市では結婚相談所を設置されてお

りますが、過去 1年間一先ほどは農業後継者の実情を教えてくださいとい

うようなことなんですけれども、先ほどの答えが出ましたので、それは結構

でございます。

では次は、私は農業、漁業、商業を問わず、今結婚問題は複雑なものがあ

ると思います。これらの対策として、館山地域に限らず、広域的に情報を交

換し、この問題に対処するために結婚相談員の増員を要望したいと思います

けれども、その辺の考え方はどうでしょうか、お伺いいたします。

@議長(福原動君) 民生部長。

。民生部長(佐藤澄雄君) 結婚相談員の関係でございますけれども、現在

結婚相談員については社会福祉協議会の方に委嘱して、そこで重点的に活発

な活動を行っているわけでございます。結婚相談員の増員等もこれから社会

福祉協議会と協議して検討してまいりたいというふうに考えております。

@議長(福原勤君) 山崎雅己君。

@11番(山崎雅己君) この間ちょっと聞いたんですけれども、何か相談

員が13人というようなことでお聞きしているんですけれども、館山市一こ

れだけ広いところでは人という相談員では何かきめ細かな結婚相談ができな

いんじゃないかなと思いますけれども、その辺の考え方はどうですか。どう
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お考えですか。

@議長(福原動君) 民生部長。

@民生部長(佐藤澄雄君) 13人の結婚相談員が若干少ないでないかという

ようなことでございます。ただいまも御囲答申し上げましたけれども、今後

社会福祉協議会と協議して検討してまいりたいというふうに考えております。

@議長(福原 動君) 山崎雅己君。

。11番(山崎雅己君) 次に、リゾート指定に関することでございますが、

リゾート地域の開発整備計画について、県の指示するガイドラインと館山市

における計画と相違点や問題点があろうかと思いますが、いかがでしょうか。

また、全国的にリゾート法による指定地域が何カ所ありますか。この中で

計画どおりの事業が成功した実例と開発業者が手を引いたような実例があり

ましたら教えていただきたいと思います。

@議長(福原動君) 経済部長。

@経済部長(脇田元始君) まず、最初のガイドラインの関係でございます

が、自然環境との調和や景観に配慮した計画となっております。

それから、次にリゾートの今までの成功もしくは取りやめですか、失敗と

いいますか、こういった関係についての御質問でございますが、現在リゾー

トの構想承認の数はーこれは基本構想が承認された数でございますが、 30

道府県ございます。それから、プロジェクトの数は不明でございます。それ

から、成功した例というのはちょっと私の方でとってないんですが、撤退と

いいましょうか、その関係をちょっと申し上げますと、ただいま総体のプロ

ジェクト数はわからないと申し上げたんですが、断念したプロジェクトは新

聞報道で13プロジェクトございます。ちょっと理由申し上げますと、資金難

であるとか採算性が合わないとかというふうな状況となっています。

余りν細かい御1説明申し上げられなかったんですが、以上でございます。

@議長(福県 f 勤君) 山崎雅己君。

@11番(山崎雅己君) わかりました。

次に、南房総固定公園内にある西師地区の砂山についてでありますが、館

山市の観光のポイントとして l年じゅう観光客は絶えません。この砂山がリ
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ゾート地域に含まれているかどうか、また砂山の自然環境を生かした公園と

して整備する計画はありますか、お伺いいたします。

。議長(福原動君) 経済部長。

@経済部長(脇田元始君) 推進プロジェクトの区域外でございます。

それと、ただいまの公園化の問題でございますが、大変御提案ありがとう

ございます。あそこは民有地になりますので、御意見をお伺いしておきたい

と存じます。

以上でございます。

@議長(福原 勤君) 山崎雅己君。

。11番(山崎雅己君) 砂山も自然を残してすばらしい館山のひとつ観光

のメーンにしていただければと思っておるんですけれども、入り口とその中

が非常にいろんなものが捨てられて、もう入り口は市道からその砂山に入る

ところが自動車ではーちょっと普通の乗用車で入るのに非常に何か困難を

きわめておりますので、ひとつ整備しながら、早い時期に入り口ぐらい整備

していただければ。それはお願いでございますので、ひとつよろしくお願い

いたします。

それと、次に各市町村のイベントの出し物はその土地柄の特色を生かし実

施されておりますが、周辺市町村のイベントの規模や補助金制度についてお

伺いいたします。

@議長(福原勤君) 経済部長。

@経済部長(脇田元始君) 近くで鴨川が産業観光まつりをやはり館山と同

じ目の 6月2日開催されております。このときの予算関係では、事業費が 8

29万ですか、そのうち市から 600万の補助、こんなふうに聞いております。

以上でございます。

@11番(山崎雅己君) はい、わかりました。じゃあ今後館山市における

行事の実施に当たり、諸団体に呼びかけて、できる限りひとつ続→された大

きな行事として発展させることを要望しまして、私の質問を終わります。

。議長(福原 動君) 以上で11番議員山崎雅己君の質問を終わります。

以上で通告者による一般質問を終わります。
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散 会午後2時 19分

。議長(福原 動君) 本日の会議はこれにて散会といたします。

なお、明19日は議案調査のため休会、次会は 6月刊日午前10時開会とし、

その議事は一般議案及び補正予算の審議を行います。

@本日の会議に付した事件

1 行政一般通告質問
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